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平成２２年第１回幸田町議会定例会会議録（第２号） 

────────────────────────────────────────────────── 

 議事日程 

  平成２２年３月３日（水曜日）午前９時０１分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 一般質問 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した案件 

  議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

    出席議員（１５名） 

  １番 酒 向 弘 康 君  ２番 大 嶽    弘 君  ３番 池 田 久 男 君 

  ４番 水野千代子 君  ５番 笹 野 康 男 君  ６番 足 立 嘉 之 君 

  ７番 鈴 木 博 司 君  ８番 杉 浦   務 君  ９番 鈴 木 修 一 君 

  10番 黒 柳 広 治 君  11番 大須賀好夫 君  12番 内 田  等 君 

  13番 丸山千代子 君  14番 伊 藤 宗 次 君  15番 夏 目 一 成 君 

  16番 鈴木三津男 君 

    欠員（１名） 

────────────────────────────── 

  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 近 藤 徳 光 君 副 町 長 大須賀一誠 君 

総 務 部 長 新 家 道 雄 君 健 康 福 祉 部 長 音 部 年 秀 君 

環 境 経 済 部 長 松 本 和 雄 君 建 設 部 長 鍋田堅次郎 君 

会 計 管 理 者 本 多 幸 夫 君 参 事 鈴 木 忠 男 君 

教 育 長 内 田   浩 君 教 育 部 長 牧 野 良 司 君 

消 防 長 酒井利津夫 君   

────────────────────────────── 

  職務のため議場に出席した議会事務局職氏名 

   事 務 局 長 長 坂 安 博 君   主     幹 鈴 木 政 彦 君 

────────────────────────────── 

 

○議長（鈴木三津男君） 皆さん、おはようございます。 

   早朝より、ご審議、ご苦労さまです。 

   ここで、お諮りいたします。 

   本日、中日新聞社、毎日新聞社より、議場内の写真撮影の申し出がありました。これ

を許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（鈴木三津男君） ご異議なしと認めます。 

   よって、中日新聞社、毎日新聞社による議場内の写真撮影は許可することに決定いた
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しました。 

   次にお諮りいたします。 

   本日、議場において議会だより用の写真撮影をするため、企画政策課職員が議場内に

カメラを持ち込みたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（鈴木三津男君） ご異議なしと認めます。 

   よって、議場内にカメラを持ち込むことは許可することに決定いたしました。 

   写真撮影は、一般質問の発言者を随時撮りますので、よろしくお願いいたします。 

   ただいまの出席議員は１５名であります。定足数に達しておりますから、これより本

日の会議を開きます。 

開議 午前 ９時０１分 

○議長（鈴木三津男君） 本日、説明のため出席を求めた理事者は、前回同様１１名であり

ます。 

   議事日程は、お手元に印刷配付のとおりですから、ご了承願います。 

────────────────────────────── 

  日程第１ 

○議長（鈴木三津男君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

   会議規則第１２０条の規定により、本日の会議録署名議員を、７番 鈴木博司君、８

番 杉浦 務君のご両名を指名いたします。 

──────────────○─────────────── 

  日程第２ 

○議長（鈴木三津男君） 日程第２、一般質問を行います。 

   会議規則第５５条及び第５６条の規定により、質問時間は１人３０分以内とし、質問

回数の制限は行いません。 

   答弁時間も３０分以内であります。 

   質問者も答弁者も要領よく簡単明瞭に、質問内容は通告の範囲を超えないようお願い

いたします。 

   それでは、通告順に従い質問を許します。 

   まず、１１番、大須賀好夫君の質問を許します。 

   １１番、大須賀好夫君。 

○11番（大須賀好夫君） 議長のお許しを得まして、平成２２年第１回定例会に質問の機会

を得ましたことに喜びと責任の重大さを痛感しながら、さきに通告してあります平成２

２年度予算編成の取り組みと、行政運営のかじ取りと町長の行政姿勢、２点についてお

伺いをいたします。 

   初めに、ハイチ、チリで起きた大地震で多くの犠牲者、また被害に遭われた被災者の

方々にご冥福とお見舞いを申し上げ、一日も早い復興を期待するものであります。 

   初めに、不況経済下における税収の確保対策についてお伺いをいたします。 

   世界的な景気後退とデフレスパイラルによる日本経済においては、ご承知のように、

地方財政も急激に低下し、本町も町民税の法人税のみならず、個人分についても大幅な
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減収が予想されます。また、償却資産についても同様であります。対前年度比９.３％

減と聞いておりますが、税を中心とする減収の歳入をどのように考えておられるのか、

まずお伺いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） 答弁を求めます。 

   総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） 税の減収につきましては、非常に深刻に受けとめておるところ

でございます。 

   平成１９年度決算におきましては、９３億円の税収がございました。それに対しまし

て、平成２２年度の当初予算につきましては、６９億円の税収しか見込めない状況にご

ざいます。マイナス２４億円という税収減でございます。 

   この内訳につきましては、法人町民税が約２０億円が皆減するという状況にございま

す。また、個人町民税におきましては、不況による失業、賃金抑制、残業カット等によ

りまして、個人の所得の減少に伴い、個人町民税につきましては、２４億円ありました

税収が１９億円に、約マイナス５億円の減少という状況にございます。 

   さらに、償却資産につきましては、課税権が平成２１年に戻り回復しましたが、２２

年度は不況による設備投資の抑制で減少見込みという状況にございます。 

   こうした状況を見ますと、町の財政は景気に左右される法人依存体質ということが言

えるかと思います。そういうことからしますと、一刻も早い景気回復が望まれるところ

でございます。 

   また、法人につきましては、損益通算制度というものがございまして、景気回復いた

しましても、税収となってあらわれますのがさらにおくれるということが想定されます。 

   したがいまして、数年、３年ないし４年は厳しい状況が続くというふうに考えておる

ところでございます。 

   したがいまして、税収につきましても、７０億円前後で今後推移するという状況かと

思います。 

○議長（鈴木三津男君） １１番、大須賀君。 

○11番（大須賀好夫君） 一般会計の町税についてお伺いをいたします。 

   平成２０年度の町税、法人税も含めて、９０億８,０００万円でありました。そして、

２１年度は、急激な世界的不況、自動車関連、トヨタショックなどなどがございますが、

町税は７６億６,０００万円になり、マイナス１４.９％と落ち込みました。さらに、本

年、２２年度予算算定では、先ほども総務部長が答えられましたけれども、６９億５,

０００万円、マイナス９.３％減が予想されているところであります。過去３年間で２

４％の減少であります。 

   しかしながら、一般会計予算で１２６億４,０００万円と、昨年度予算より２.９％ア

ップしております。税収が少ないのに、一般会計は昨年よりなぜアップするのでしょう

か。近隣市町を見ましても、減収予算が多いように見受けられます。 

   調べてみますと、子ども手当等、国庫支出金と財政調整基金を取り崩し、繰入金で町

税の減収分を補てんされております。国庫支出金や基金の繰り入れは、単年度予算計上

ではよいかもしれませんが、来年度以降への影響が大変心配になると、かように思いま
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すけれども、その辺についてお伺いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） 来年度以降の影響でございますが、先ほども申しましたように、

税収の回復は数年期待できないという状況でございます。健全財政を保つためには、現

状の歳入に見合った予算規模に縮小を図っていかねばならないというふうに思っておる

ところでございます。 

   ただ、行政サービスにつきましては、安定・継続が求められております。景気の変動

を極端に反映させ、行政サービスをやったり、やめたり、サービス水準を急激に下げた

りすることは、非常に大きな混乱を招くことになります。昨年のイベント予算もしかり

でございます。こういった関係で、予算編成で２０億の減収があったからと言って、２

０億の歳出カットを一気にすることは非常に難しいということだと思います。 

   長年かけて行政需要にこたえる形で拡充を図ってきた予算でございます。一気に縮小

を図ることは、非常に困難と考えております。したがいまして、一時的には税収以外の

財源、起債での対応もやむを得ないというふうに考えておるところでございます。 

   そこで、制度上認められております減収補てん債を平成２０年度で８億５,０００万、

２１年度で１３億円を借り入れを予定いたしておるところでございます。 

   それによりまして、従来の基金の残高と合わせまして、総額財調に３６億円の２１年

度末残高の基金の積み立てを予定いたしております。 

   この基金を、経済が回復するまでのつなぎ資金として活用を今後図っていくという考

えでございます。 

   したがって、この２カ年については、多額の起債を起こしたわけでございますが、２

２年度以降につきましては、借り入れを抑制していく財政運営を図ってまいるつもりで

ございます。 

○議長（鈴木三津男君） １１番、大須賀君。 

○11番（大須賀好夫君） 次に、国の事業仕分けによる本町への影響についてお伺いをした

いと思います。 

   ご承知のように、政権交代の目玉として実施されたのが、事業仕分けであります。コ

ンクリートから人への耳ざわりのよい話で、八ッ場ダムを初め公共事業を大幅に削減、

また延期、中止がなされております。国の施策のよし悪しは別といたしまして、本町が

長く取り組んでいる事業で該当する事業があるのか。あるとするならば、その影響はい

かほどの規模と考えられるか、お伺いをします。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） 財源確保という点では、補助金も大切な財源でございます。

国・県の補助金に大いに期待するところでございますが、国におきましては、とりわけ

国土交通省の所管します公共事業関係予算については、１５.２％の削減、これは地方

への補助金も含めてでございますが、こういった１５.２％の削減が新年度においては

なされておるという状況にございます。 

   したがいまして、この影響につきましては、当然、予測されるわけでございます。幸

田町予算においても、影響につきまして確認しますと、一般会計におきましては、駅関
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連の都市交通システム整備事業補助金３億４,３００万でございますが、こういったも

の、さらには特別会計においては、幸田駅前土地区画整理事業の地域活力基盤創造交付

金など、全体で９事業の補助金が影響を受けるのではないかというふうに考えておると

ころでございます。 

   こういったものが一括して、社会資本整備総合交付金という形で交付されてくるわけ

でございます。平成２２年は、従来の補助メニューに沿って、その積み上げで交付され

る予定でございますので、金額的な影響は少ないというふうに見ておりますが、平成２

３年度以降につきましては、本格的な一括交付金制度がスタートいたします。したがい

まして、総額の抑制という形での心配が出てくるわけでございます。 

   そういった関係もございまして、本町では、例えば駅の関係につきましては、都市交

通マスタープラン、交通戦略、先導的都市環境形成計画を策定しまして、一括交付金に

対応する準備・努力をいたしておるところでございます。 

○議長（鈴木三津男君） １１番、大須賀君。 

○11番（大須賀好夫君） 今、政府は、今国会で、この４月から２回目の事業仕分けをする

と言っております。 

   １回目の事業仕分けでは、名豊バイパス２３号線の工事が一部先送りされました。本

町においては、土地改良事業で、国営新矢作川用水南部幹線水利事業が一部先送りされ

ております。 

   （仮称）相見駅、また幸田駅前開発の事業については、今、部長から、今、はっきり

したことは言えないとのことですが、国・県に強力な働きかけ、また要望し、事業推進

を図られることを強くお願いをするものでありますが、もし見直しがされた場合、対応

も含め、財政問題、また関係住民への説明等を視野に入れるべきじゃないかと、かよう

に思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（近藤徳光君） 大変、大型事業を控えてご心配をいただいておるところでございま

すが、事業仕分けにつきましては、既に私ども事務評価制度をここ３年有余にわたって

実施をしており、それぞれ事業についてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄのランク評価をいたしまして、

これを次の予算に反映するというような形をとっておるわけでありますが、ただ、この

透明性の問題については、若干配慮する必要もあるし、また評価委員につきましては、

いろいろ公募によって関係の方々も入れておりますので、そういったことも含めて、さ

らに広く意見を聞けるような形での取り組みをしていく必要があるかなと、そのことを

思っておりますが、これは検討課題とさせていただきたいと思います。 

   ただ、今、先ほど来、いろんな面で、交付金化によって事業に対する影響についてご

心配をいただきましたが、今回の事業につきましては、先ほど総務部長が申し上げまし

たように、２２年度は、少なくても交付金化をされても、そんなに大きな影響はないが、

２３年度以降が心配であるわけでありますが、ただこうした新駅の問題等々につきまし

ては、これまで借り入れ、あるいは積み立てをしている現状の中におきまして、経済的

な影響によっての支障は多分ない、何とか実施できていくと、そのように思っておりま

すので、その辺はご心配ないようにお願いをしたいというふうに思いますが、いずれに



- 6 - 

してもこれは国政との絡み、今おっしゃったとおり、そういう面で、国への要望活動は

引き続き強力にいたしまして、財源確保に努めてまいりたいというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木三津男君） １１番、大須賀君。 

○11番（大須賀好夫君） 次に、社会保障関係の地方負担増に対する取り組みについてお伺

いをいたします。 

   急速な少子高齢化社会の本格的な到来に対して、政府・与党は、福祉・介護・教育等、

社会保障関係の事業の拡充を掲げております。その一つが子ども手当であります。２２

年度限りの暫定措置として、児童手当との併用措置がとられ、地方負担が求められてお

ります。こうした子育て支援を初め医療改革や高齢者福祉対策も必要不可欠であります。

地方負担がますます大幅増になると考えますが、その影響はいかがなものか、お伺いを

いたします。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） 社会保障費が、この間、国の予算においても伸びておる、

同時に町の予算も大きく伸びてきております。 

   例えば、一般会計の老人福祉費でありますけれども、平成１７年の比較から見ても、

１５％の伸び、６,８００万円が伸びておる。あるいは、介護保険の会計は、平成１７

年と平成２２年との比較で言っても、３億２,０００万円の伸びの３３％の伸びという

ことで、伸びております。 

   しかし、社会保障そのものというのは、国民の生活を守っていく、あるいは住民の生

活を守るという点から言えば、その伸びるということについて、決して否定的なもので

はないし、かえって歓迎されてくるものだろうと思うわけですが、この何で伸びるかと

いう、その問題ですけれども、国が、一つは、新しい制度をどんどんとつくっていくと

いうこと。例えば、平成１２年には介護保険制度ができましたし、平成１７年には障害

者自立支援法ができました。それから、平成２０年には後期高齢者医療制度、今回、平

成２２年からは子ども手当が創設されていくというようなことで、いろんな制度改革が

行われてきたこと。それから、もう一つは、町が単独で、国の制度とは関係なしに、独

自のいろんな福祉施策を取り組んでおるということ。それから、もう一つは、対象者人

口の増大ということも言えると思うわけであります。 

   このような要因が絡み合って、どうしても福祉予算というのは伸びざるを得ないとい

うようなことがありまして、国が社会保障費が伸びて、同時に地方の福祉予算も伸びる

から、それは問題だというふうなことではなくて、結果としては、ある意味では、いろ

いろな問題はありますけれども、住民の生活を守っていく点では、決して否定的ではな

いというふうに私は考えております。 

○議長（鈴木三津男君） １１番、大須賀君。 

○11番（大須賀好夫君） 次に、将来にわたる行政運営の方向性についてお伺いしたいんで

すが、本町は「自立を目指すまち」として、総合計画や実施計画で掲げられた事業達成

に向けて日々努力をいたしておりますが、これからの先の諸事業が整うことは、極めて

厳しい財政状況下にある中で、長期を見据えたまちづくりの財源確保につながる施策、
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何を切り詰め、何を育て、どう対処、クリアしていこうと考えておられるのか。政権交

代、地方主権の中で、地方はますますかじ取りが厳しくなると予想されますが、その対

応についてお伺いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） ご質問の中に、財源確保につながる施策という点でのご質問に

つきましては、本町の現在の財政力につきましては、過去から積み重ねてまいりました

企業誘致、住宅開発といった事業展開において、この財政力が築かれてきたというふう

に考えております。 

   工場誘致の関係につきましては、昭和４４年から、民間開発も含めて、８カ所の工業

団地をつくってまいりました。敷地面積にしましては、全体で１４６ヘクタール、進出

企業につきましては、２５社を数える実績を持っております。 

   こういった企業誘致によりまして、本町の固定資産税の約半分を賄うという内容にな

っております。 

   一方、住宅開発につきましては、５８年の幸田深溝地区の土地区画整理事業を皮切り

に、８カ所の区画整理事業の完了がございます。 

   また、現在施行中の幸田相見地区、幸田駅前地区が２カ所、計画としましては、岩堀

地区、六栗地区、深溝里地区の３カ所、民間開発でいきますと、桜坂地区と坂崎地区の

２カ所、合わせますと１５カ所の住宅開発が整備計画されておる状況にございます。合

わせますと１４６.８ヘクタールという面積になり、計画戸数につきましては３,１１４

戸、計画人口につきましては１万４８８人の、そういった住宅開発事業がございます。

こういったものが町税の収入につながるというふうに考えておるところでございます。

こういったものを引き続き今後も展開してまいりたいというふうに考えております。 

   何を切り詰めという問いもございますが、これにつきましては、２２年度予算におき

ましては、切り詰める事業としましては、個々の事業の休廃止はせずに、経常的な消耗

品等の物件費の１０％カット並びに補助金等の５％カットにより歳出削減をしてまいっ

たところでございます。 

   そういう中でも、子供の医療や妊婦健診、勤労者住宅資金利子補給補助金、商工振興

資金信用保証料補助金等を確保し、子育てや労働者対策等を進めていく予算を組んでお

るところでございます。 

○議長（鈴木三津男君） １１番、大須賀君。 

○11番（大須賀好夫君） 次に、質問事項の２点目になりますけれども、行政運営のかじ取

りと町長の行政姿勢、３期１２年の総括と目指す幸田町の将来像についてお伺いをいた

します。 

   昨年、国においては、激動の政権交代劇がありました。国民は、自民党の長期政権と

閣僚のたび重なる不祥事に嫌気が差し、選挙にて惨敗し、かわりに透明性と新鮮さを求

めて、民主党にその期待を望んできました。 

   しかしながら、政権スタートして日も浅いにもかかわらず、連日、政治と金の問題に

明け暮れ、国民の期待は完全に裏切られたという状況ではないでしょうか。 

   そうした状況下でありますが、本町においては、財政基盤の安定という試金石もあっ
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たものの、安全・安心で文化的なまちづくりは、長年にわたり着実に実現してきたもの

と思います。 

   これは、町民の理解と協力はもちろんのことでありますが、長年、町のリーダーとし

て先導されてこられた町長のご苦労・ご努力に敬意をあらわすものであります。 

   町長は、平成１２年の幸田中央公園の購入を皮切りに、深溝公園、県下一と称される

大日蔭グラウンド・ゴルフ場の建設、防災のかなめとなる消防庁舎の移転改築、子育て

支援を併設した先端福祉としての菱池保育園の改築、２３号線の開通とともに、幸田の

特産物のＰＲの振興施設として道の駅の設置、こうした箱物ばかりにかかわらず、まち

づくりの基礎となる社会資本整備として、京ケ峯住宅開発、野場・相見の区画整理事業

の推進、幸田町の玄関であるＪＲ幸田駅前開発事業、さらには明治以来の先人たちから

の悲願であり、本年実現に至った（仮称）相見駅設置など、数々の業績を積み重ねてこ

られました。 

   この間、前町長から引き継がれた難問・課題も、一つ一つを確実に対処し、解決へと

邁進されてこられました。 

   こうした結果、今日では、名実ともに内外に誇れる幸田町となり、将来においても、

さらなる発展を町民が期待しているところであります。 

   しかしながら、今日の経済情勢からは、行政運営全般にわたり厳しさが増すと予想さ

れる中にあって、今後のまちづくりは楽観できるものではありません。 

   そこで、まずお聞きいたしますが、町長はこの３期１２年の総括として町長自身が描

かれたまちづくりが実現できたとお考えなのか、それともやり残したこと、実現できな

かったことなどがあるのかどうか、町長自身の思いをお伺いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（近藤徳光君） 行政運営のかじ取りとしての将来の行政の姿勢もあわせてお尋ねで

ありますが、将来のことはともかくといたしまして、大変、３期１２年にわたって幾つ

かの仕事を手がけさせていただきましたが、本当に議会を初め町民の皆さん、そして職

員、関係の皆さんの本当に心温まる力強いご支援によって、こうした事業にかかわるこ

とができましたことを大変うれしく思っております。ありがとうございました。 

   ただ、今、この経済状況下での心残りにつきましては、相見駅の問題、あるいは幸田

駅前の問題等々につきましては、先ほどご答弁をさせていただいたわけでありますが、

何とかうまくやっていきたい、やっていただきたい、そんな思いであります。 

   それから、いま一つ申し上げたいのは、既に幸田町は自立していく、持続可能な５万

都市を目指していくということについては、いささかも変わりはないというふうに思う

わけでありますが、やっぱり今ちょうど２２年度が第５次総合計画の折り返し地点にな

るというふうに思います。 

   そうした面から、幸田町の将来に向かってのあるべき姿を町民の皆さんとの議論を通

して、一定の方向を出していきたいなと、そんなことを思うわけでありますが、かなわ

ぬ夢かとも思いますが、そう思っております。 

○議長（鈴木三津男君） １１番、大須賀君。 

○11番（大須賀好夫君） ありがとうございます。 
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   重複するかもしれませんけれども、今、町長からお答えをいただきました。こうした

思いをさらに一歩前進させる施策として実現することや、さらなる幸田町の発展を期し

た幸田町の将来像を築き上げるために、町長はどのように描かれておられるのか、重複

するかもしれませんけれども、もう一度、お考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（近藤徳光君） 率直に申し上げます。この８月をもって終わるわけでありまして、

次期の出馬はございません。そのことを明確に申し上げておきたいというふうに思いま

すが、いずれにいたしましても本当にこれまでこうした形でご支援をいただいたことに

対して、重ねて感謝・お礼申し上げながら、私のお礼の言葉にさせていただきたいとい

うふうに。 

○議長（鈴木三津男君） １１番、大須賀君。 

○11番（大須賀好夫君） それでは、最後の質問ですが、昨日の新聞報道で、自らの身の処

し方について発表されました。我々議員を初め多くの町民の方々が心を揺るがせたこと

と思います。 

   近藤町長の３期１２年の功績に対する感謝とねぎらいを思う反面、先ほど数々述べら

れました幸田町の発展への思いの実現のために、さらなる近藤町政への期待感が増すと

いうことを考えると、真意を正直諮りかねるというものが私が思うところであります。 

   そこで、昨日の発表内容の真意と、来る８月の再挑戦への断念について、再度、この

議会という公の場での町長の見解をお聞きいたします。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（近藤徳光君） 含みはございません。ただ、率直に申し上げますが、後継指名とい

うことはいたしませんので、私の意思が合う方については、応援はいたしますが、指名

ということはいたしませんので、大いにひとつ議論を闘わせる中で、新しい方が選ばれ

ることを願っております。 

○議長（鈴木三津男君） １１番、大須賀君。 

○11番（大須賀好夫君） ありがとうございました。 

   ただいま、町長の答弁により、ご自身の考えも、今、聞かせていただきました。率直

に思うことは、長年のご尽力に対し感謝するという一言に尽きると思います。 

   私は、この３期１２年は、幸田町にとって波乱万丈の平成史ではなかったかなと思い

ますが、近藤町政が残した功績は、必ずや後世に伝えられ、引き継がれていくものと私

は確信をいたしております。 

   本当に、これまでの３期１２年にわたる幸田町発展へのご尽力に対し、心より敬意と

感謝を申し上げ、私の質問を終わりといたします。 

○議長（鈴木三津男君） １１番、大須賀好夫君の質問は終わりました。 

   ここで、１０分間の休憩といたします。 

休憩 午前 ９時４０分 

─────────────── 

再開 午前 ９時５０分 

○議長（鈴木三津男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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   次に、１番、酒向弘康君の質問を許します。 

   １番、酒向君。 

○１番（酒向弘康君） おはようございます。 

   通告した順に、質問をしてまいります。 

   大項目の１点目です。 

   我が国の経済状況は、景気の先行きに多少明るさは見えてまいりましたが、中長期で

見ても、企業が活況だったリーマンショック前までのレベルまで回復するには時間がか

かり、たとえ回復したとしても、今までのような企業収益、個人消費増は望めないこと

を考えると、町税収入は今後増収となることは難しいという前提に立った財政運営が必

要と考えます。 

   新年度の予算編成に当たり真摯に取り組まれ、その編成に当たっては、物件費、経常

経費の原則１０％カットなど、トップダウンの厳しい姿勢で臨まれたものと思います。 

   改めて、今申し上げた状況を踏まえ、予算を組み立てる中で幾つかのキーワードがあ

るかと思います。例えば、徹底した歳出総額の抑制、あるいは自主財源の確保、または

債務残高の削減など、町長の取り組みに当たっての基本的な考え方をお聞かせを願いま

す。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（近藤徳光君） ２２年度予算編成につきましては、先ほど来、答弁させていただい

たとおりでございますが、いずれにしても税収が極めて厳しい状況と。ノーマルな形で

あれば、９０億前後が税収であったというふうに思うわけでありますが、今、７０億を

切ると、２４億余りの減というような状態の中でいたしますと、税を含めて、一般的な

財源としては、９０億前後が形であろうというふうに思うわけでありますが、１２０何

億ということは、とても望むべきではありませんが、しかしながら今回の予算は、先ほ

ど答弁いたしましたとおり、子ども手当約９億とか、あるいはまた新しいというよりも、

新駅、あるいは幸田駅前等々に対する事業の結果、膨らんでおるわけでありますが、い

ずれにいたしましても一般財源ベースで考えれば、９０億前後が一般のノーマルな規模、

プライマリーバランスを考えればそうだというふうに考えますが、しかしやはり社会基

盤を整備していくということは極めて重要であり、次への投資であり、そういう面で、

これはご理解をいただきたいというふうに思うわけでありますが、したがってことしは

２.９％昨年より伸ばしておる。ただ、実質的には、子ども手当等を差し引きしますと、

１.５％程度減額の予算であります。 

   ところで、今、自主財源の確保でありますが、中長期にわたれば、企業誘致とかいろ

んなことが考えられるというふうに思うわけでありますが、やはりこの使用料・手数料、

あるいはさまざまな面での入りを図るためのことについては、さらに一考を要する、検

討をいたしておるわけでありますが、今回は見送ったわけでありますが、いずれにして

もそういう歳入を図る努力をいたしながら、また同時に、今おっしゃったように、起債、

いわゆる債務残高には、私はいつも予算編成に当たっては、この点は少なくしていく努

力をしていかなければいかんということを常々申し上げておるわけでありますが、今、

全部、一般・特別合わせて百五十七、八億であろうというふうに思いますが、いずれに
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してもかつて２３０億近くあった、それが減ってきておることは事実でございますので、

こうした面については十分留意をいたして、公債費比率も１１％前後で、これからも推

移をしていくというふうに思いますので、こうした面、起債残高の指標等にも留意をい

たしまして、後世に負担を残さんようにいたしながら、また一定の社会基盤は整備しな

がら、次への投資という面で配慮していきたいというふうに思います。 

   そして、また経常経費、あるいはまた補助金等々につきましても、さらに見直しをし

ながら、今回はかなりの分で事業については配慮したわけでありますが、時に必要な場

合は、選択と集中も図りながら、持続可能な予算としていかなければならんと、そのよ

うに思っております。 

   いずれにしても、そういう指標は十分留意をいたして編成に当たっていきたいという

ふうに思っております。 

○議長（鈴木三津男君） １番、酒向君。 

○１番（酒向弘康君） 先ほども話がありましたが、政権交代によりまして、新政権の考え

る経済政策が、従来の公共事業を通じた経済の活性化から家計を直接支援することで、

ＧＤＰの６割を占める個人消費を活性化し、経済成長を目指す政策に大きく転換がされ

てまいりました。 

   しかし、内需拡大と言っても、人口減少が進む中では、総量が大きく膨らむことは考

えにくく、やはり徹底した歳出総額の抑制をする中で、さらに先ほど言われた選択と集

中を進める必要があるというふうに思います。 

   施政方針の中でも、「現状の歳入に見合った予算規模に縮小を図る」と言われました

が、限られた財源を踏まえて、さらなる選択と集中のやり方でありますが、どのような

切り口で、またどのような考え方で、どのようなやり方で進められたのか、この３点に

ついてお伺いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） ２２年度予算編成に当たりまして、さらなる選択と集中という

テーマで編成作業に入ったわけでございます。 

   その中で、どのような切り口でというご質問でございますが、これにつきましては、

昨年、２１年度予算の反省といいますか、昨年はイベント予算等の取り扱いについて非

常にまずかったという反省を思っております。 

   急激な税収の減収に、急遽、事業の休止等を選択したという経過がございました。こ

ういったことをして、かなりの迷惑をおかけしてきたということがございますので、本

年度におきましては、極力、住民サービスの低下を招かない範囲で事業の見直しを図っ

てまいったところでございます。 

   考え方でございますが、２２年度予算につきましては、事業を切り捨てるのではなく

て、むだを排して、最小限の経費で事業を円滑に進めるような予算の縮小を図ってまい

ったところでございます。 

   やり方、方法につきましては、原則、新規事業を抑制しまして、特に町単独事業につ

いては、極力、取り組まない方針で予算の編成に当たったところでございます。 

○議長（鈴木三津男君） １番、酒向君。 
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○１番（酒向弘康君） 本町のホームページでは、行政評価ということで、平成２０年度に

おける４７事業の事務事業評価を完了したというふうに掲載がされています。 

   先ほど答弁にもありましたが、行政評価というのは、総合計画を基本に、その行政活

動の成果に重点を置き、客観的に評価・検証を行い、そこで明らかになった課題を素早

く次の計画等に反映し、改善を図っていく、いわゆるＰＤＣＡのサイクルを回す行政改

革の手法の一つと理解をしております。この行政評価についてお伺いをいたします。 

   本町の行政評価導入の目的は、「効率的で質の高い行政運営、住民の視点に立った目

的、成果重視の行政展開、住民に対し行政の透明性を確保、この３点とされております。

さらには、住民と行政との対話を促進するため、信頼関係の強化を図りつつ、コミュニ

ケーションを一層重視した新たな行政スタイルを確立し、行政の透明化を進めていく」

と、このように明記がされております。 

   新たな行政スタイルを確立し、行政の透明化を進めていくというふうにありますが、

これはどんなスタイルで、どの程度の透明化が進んでいるのか、その現状についてお聞

かせをお願いします。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） 新たな行政スタイルでございますが、これにつきましては、住

民の視点に立った目的、成果重視の行政運営というスタイルが１点でございます。それ

を遂行する上では、町民の行政評価への参画と評価した結果についての公表、こういっ

たものを進めていくということでございます。 

   透明化につきましては、毎年、行政評価をいたしました結果について、議会への報告

をいたしております。また、広報紙だとか町のホームページにも掲載をし、広く周知を

図っておるということが透明化に関する対応でございます。 

○議長（鈴木三津男君） １番、酒向君。 

○１番（酒向弘康君） その事務事業評価でありますが、第１次評価を所管課自らが行い、

２次評価は部長級、３次評価につきましては、町民８名の委員により外部評価という形

で行われておるわけなんですが、その仕組みについて、簡単で結構ですが、お聞かせを

お願いします。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） 事務事業評価の仕組みでございますが、今、ご指摘のとおりで

ございます。 

   １次評価につきましては、まず所管課が各事務事業についてのシートの作成をし、妥

当性、達成度、効率性の３点について評価を行いまして、それを数値化し、最終的にＡ、

Ｂ、Ｃ、Ｄと４段階での総合評価を行います。 

   ２次評価につきましては、部長級職員で構成します行財政事務改善委員会におきまし

て、再度、その総合評価を見直すということでございます。 

   そういった１次、２次を経たものを、最終的に３次評価として、行財政改善調査会、

これは民間の方々の構成による組織でございます。こういった調査会に諮りまして意見

をいただくという形で、仕組みはできております。 

○議長（鈴木三津男君） １番、酒向君。 
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○１番（酒向弘康君） その３番目には、民間の８名の委員ということですが、この委員の

選出方法、それとスケジュール的には、いつからどの程度の時間をかけられて進められ

ているのか、お伺いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） ８名の委員の選出方法でございますが、町内の各種団体、商工

会、農協、区長会、女性の会、企業代表など、組織の代表の方を構成員にいたしており

ます。 

   また、２名につきましては、公募による募集による委員でございます。 

   評価のスケジュールと言いますか、流れでございますが、これにつきましては、６月

に行財政事務改善委員会を開催しまして、その年度の実施方針を決定いたします。７月

から８月にかけまして、所管による１次評価、シートの作成を行います。１０月、１１

月にかけまして、行財政改善委員会、調査会を開催しまして、２次、３次評価を実施し、

その結果を所管に返すという形でございます。所管につきましては、その評価結果に基

づきまして対応を実施するという流れでございます。 

○議長（鈴木三津男君） １番、酒向君。 

○１番（酒向弘康君） この行政評価制度を導入をされたわけなんですが、これによって得

られた成果・課題、あるいはここをちょっと改善するべきだなといったようなところが

あれば、お聞かせをお願いします。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） 成果についてでございますが、既に所期の目的を果たした事業

や時代・ニーズに合わなくなった事業について、廃止や見直しが図られました。 

   成果の２点目としては、改革改善に対する職員の意識を一定高めることができました。 

   課題としましては、職員のさらなるコスト意識の向上が望まれること、２点目は、事

務事業を総合計画上の位置づけの可否によって見直すことが必要ではないかという課題、

３点目は、予算部門との連携でございます。 

   改善点といたしましては、今現在行っている事務事業評価をさらに一歩進めて、事業

ごとに優先順位をつける評価、政策評価と言いますけれども、優先順位をつけてその事

業を実施するという形を改善点として今取り組んでおるところでございます。 

○議長（鈴木三津男君） １番、酒向君。 

○１番（酒向弘康君） この行政評価とよく似た側面を持つのが、昨年、新政権による行政

刷新会議が採用した事業仕分けでありますが、これが一躍注目され、連日、マスコミで

報道がされました。 

   事業仕分けというのは、「構想日本」という非営利のネットワーク組織が行財政改革

の切り札として提唱しているものであります。 

   本町が実施している行政評価とこの事業仕分けとの決定的な違いは、一つ目には、そ

もそもその事業が必要かどうか、必要ならばどこがやるかから審査を始め、二つ目は、

仕分け人と言われる第三者がしがらみのないボランティアの人たちによって外部の視点

で審査をする。三つ目は、すべて公開の場において行われる。この３点が大きく違うと

思います。 
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   これは、歳出削減を迫られている地方自治体にとって、そして当然本町にとっても、

今よりももっと行政を透明にし、行政の頑張りを示すためにも、この事業仕分けを大い

に参考にすべきだというふうに考えます。 

   本町においても、このような事業仕分けの導入に取り組む考えについて、お伺いをい

たします。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） 行政評価と事業仕分けの違いについては、議員ご指摘のとおり

だと思います。 

   加えて、行政評価につきましては、平時での取り組みと私どもは思っております。事

業仕分けについては、非常時の取り組みということで考えております。 

   深刻な財政危機や財源捻出の必要性から、予算や事業費の削減を目的として実施され

るものが事業仕分けということで考えております。 

   したがいまして、平成２２年度予算は、見直しをいたしましたけれども、事業切り捨

てはしていないということでございます。 

   したがって、事業を切り捨てるような段階では、こういった事業仕分けを導入すると

いうことも検討していきたいというふうに考えております。 

○議長（鈴木三津男君） １番、酒向君。 

○１番（酒向弘康君） 非常事態ではないというふうに言われたわけなんですが、２月２２

日、高浜市が愛知県初の事業仕分けをことしの６月に実施するというふうに発表をいた

しました。２６０ある事業の中から４０事業を評価対象に選定して、市民参加ですべて

公開でやるというように発表をしております。 

   高浜市側は、職員の意識改革や市民が公共サービスのあり方を考えるきっかけにもし

たいというふうに話しております。 

   事業仕分け第一弾というのは、２００２年に岐阜県で実施が始まり、事業仕分けを予

算編成に反映させた結果、約１割の予算を削減できた。こういうことで、全国各地の自

治体で急速に広まりを見せております。１月２７日現在で、全国で４６の自治体が実施

しており、町村でも、寒川町とか大磯町なども事業仕分けを取り組んでおります。 

   私は、ことしの２月５日に、この事業仕分けが実際に昨年末行われた滋賀県の草津市

へ視察に行ってまいりました。 

   この草津市は、将来にわたって質の高いサービスを提供していくために、このために

は、限られた財源・人材を効率的な配分をしまして、行政のスリム化をしていかなけれ

ばならないという状況だということで、この事業仕分けを取り入れたということであり

ます。 

   事業の見直しを根本から行うことと、そのプロセスを公開の場で市民に見てもらい、

今よりもっと行政を透明にすることが目的だという説明を受けました。 

   事業仕分けは、一般住民が参加しやすい日曜日の昼間に全面公開で実施されました。 

   対象事業となった２０の予算事業について、それぞれの事業ごとに仕分けを実施して、

これには市内外から約５００人の傍聴者、多くの報道関係、または自治体の職員なども

訪れたということでありまして、それぞれＡ「不要」、Ｂ「民営化」、Ｃ「国・県で実
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施」、Ｄ「市で実施」、それぞれ仕分けがこういうふうにされたということであります。 

   草津では、独自のやり方としまして、いわゆる仕分け人と言われる人が議論をします。

その後、市民の生の声ということで、市民の声を反映させるために、公募をして、その

中からまた抽せんで６０名の市民判定員が、その議論を聞いて判定をするというやり方

で、市民の声というのを取り上げたというのが一工夫されておりました。 

   実際に、今回、仕分けされた事業の例を紹介もしていただきました。例えば、生涯学

習スポーツ課が担当している「歩こう会」という事業、市内外の参加対象者に、目的と

しては、より健康で豊かな生活を送ることができ、運動するきっかけと仲間づくりの機

会を提供するということで、昭和４３年に開始した事業、これに対して、職員の人件費

を含めて、年間３８６万円を充ててきたということですが、最近、参加者や年齢層の固

定化、または民間のＪＲ等、あるいはサークルでも実施がされている現状から、見直し

の対象にしたということです。 

   あるいは、健康福祉部担当の長寿祝い金の支給事業、これについても、今後高齢者の

増加を踏まえ、現金を支給するだけの事業ではなくて、他のニーズの高い福祉の充実を

図るべきということで見直しをしたというような説明も受けました。 

   先ほど言いました、市民判定人、この人からの意見として、「今まで事業だと思って

いたことが、ただの行事だったということがよくわかった」、あるいは「あればいいけ

れども、税金がそれだけ使われるのなら要らない」といったような感想が述べられたと

いうことであります。これらの削減効果としまして、草津市は数千万円を見込んでおり、

他の事業も見直しを進めているということでありました。 

   地方においても財政状況が厳しくなる中で、あれもこれも約束できなくなってきてい

る、この時期に、一つ一つの事業を根本から見直していくことが必要となってきていま

す。 

   実際、事業仕分けを導入した市長の声を紹介いたしますと、浜松市の鈴木市長は、

「業務の内容を徹底的に洗い出し、ブラックボックスをなくす」、また、厚木市小林市

長は、「トータルで約４億７,０００万円の成果があったと見ている。それよりも、そ

れにも増して職員に緊張感が出てきた。説明能力やコミュニケーションの面で変わって

きた」というように、役所内の変化が顕著になったとコメントをしております。 

   このように、情報公開と職員の意識改革を第一目標に掲げる自治体も多いようであり

ます。 

   また、ある市長の興味深い話も紹介いたします。これは、「前任者のしがらみのある

事業など、表立って予算を切ることは難しいが、事業仕分けの中で第三者に切ってもら

えれば」といったようなコメントもあるということであります。 

   また、事業仕分けを進める構想日本の加藤代表は、「市町村は行政の末端ではなく先

端である。一番身近な自治体が変わっていく、この積み重ねこそが、結果として国全体

を変えていくことにつながっていく」というふうに言われております。 

   草津市も、本町も行っている行政評価だけでは不十分だったということで、先進自治

体を何度も視察し、研究をされて、今回、事業仕分けに踏み切ったということでありま

す。 
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   町長にお聞きいたします。本町は、まさに今が事業仕分け導入のタイミングだと思い

ます。まずはやってみるという強いリーダーシップが求められます。町長によるトップ

ダウン式の取り組みが必要であります。施政方針で表明された「開かれたわかりやすい

行政」を進められるためにも、事業評価の取り組みを提案いたします。答弁をお願いい

たします。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（近藤徳光君） 来年度のことになると、ちょっと私が答えるのはいかがかというふ

うに思いますが、いずれにしても、このことは透明性の確保、あるいはまたプロセスで

すね、予算編成の、そういう面からいたしましても、住民参加を促すという意味からい

たしましても、大事であるというふうに思いますので、前向きに検討をいたします。 

○議長（鈴木三津男君） １番、酒向君。 

○１番（酒向弘康君） まだ任期がございますので、ぜひリーダーシップを発揮していただ

きたいというふうに思います。 

   続いて、２項目めの質問に入ります。 

   交通安全対策についてお伺いをいたします。 

   交通事故は、かけがえのない命を奪い、被害者・加害者とも、平和な暮らしが一瞬に

して破壊されてしまいます。 

   先日、町民会館あじさいホールにおいて開催された「安全・安心なまちづくり推進大

会」において、一昨年の１０月以降、死亡事故がゼロ件ということで、交通安全活動に

対し、愛知県警察本部長より町長へ感謝状が贈られました。その後も、連続日数を続け

ております。この表彰の意義は大きいものであり、行政・地域・学校・事業所など、す

べての関係者の努力のたまものと敬意を表するものであります。 

   しかし、愛知県は５年連続の死亡事故件数全国ワーストワンであり、現時点でも昨年

を上回っております。岡崎市においては、１月早々、連続して４名の死亡事故があり、

１月２６日に交通死亡事故抑制緊急アピールが出されております。このように、常に交

通事故に対して気を緩めることがあってはならないというふうに思います。 

   昨年の住民アンケートの結果も、「住みよいまち、住みやすいまちを実現するために

特に力を入れてほしいこと」の２番目に、「交通・防犯などの安全対策」とあるように、

住民も交通安全対策を大いに希望していることがわかります。 

   そこで質問に入りますが、まず町内の今日までの交通事故の状況と、町としての交通

安全活動の総括をお願いいたします。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） 交通事故の状況でございますが、本町におきましては、平成２

０年１０月２６日に発生しました交通死亡事故以来今日まで、４９０数日になるわけで

すが、死亡事故ゼロを記録いたしておるところでございます。交通安全啓発活動の成果

というふうに思っております。さらなる記録の更新を願うところでございます。 

   愛知県下の状況につきましても、平成２１年は、死亡事故につきましては２２７名と

いう数値でございます。これは、４年前の平成１７年と比較しますと、３５％の減少と

いうことで、愛知県としても年々減少傾向にはございますが、残念ながら全国的に見る
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と、ワーストワンを５年続けておるという実態でございます。 

   特に、２１年度の交通事故の特徴でございますけれども、県下では、その犠牲になら

れた方の大半が高齢者ということでございます。２２７名中１０７名の方が高齢者であ

るということでございます。 

   また、事故の発生箇所が交差点内ということでございます。６２.６％の割合で、交

差点内での事故が発生をいたしております。 

   警察署単位で言いますと、岡崎警察署管内で、２１年は死亡事故が１９名ということ

でございます。県下ワーストワンでございます。この管轄下にあります幸田町につきま

しては、死亡事故ゼロということで、特徴的な結果になっております。 

   本町の死亡事故も、過去には最高年間８名の死亡者があった年が４回ほどございます。

それと比較しますと、ゼロということは、非常に交通安全が徹底してきたというふうに

認識をいたしておるところでございます。 

   ただ、本町の昨年の交通事故によります重傷者７名、軽傷者２５２名という数字につ

きましては、高どまりで推移しておるという状況でございます。紙一重で死亡事故につ

ながるということも十分考えられますので、引き続き交通安全の啓発には努めてまいり

たいというふうに思っておるところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（鈴木三津男君） １番、酒向君。 

○１番（酒向弘康君） ただいま総括された内容を踏まえて、町として今後の交通安全推進

の進め方、あるいは対策の方向性、簡単にお聞かせください。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） 幸田町の啓発活動としましては、高齢者交通安全教室を年６回、

保育園児交通安全教室を町内全保育園で実施、春・夏・秋・年末の交通安全週間におき

ましては、警察交通指導員、交通安全協会事業所による街頭指導、それらにさらに地域

の役員様、ＰＴＡ、母の会が加わって、街頭指導に当たっておるところでございます。 

   さらには、小学校区単位でローテンショーンを組みまして、通学路危険箇所の点検も

実施いたしております。 

   また、一昨年設置しました「地域安全ステーション」によります交通安全啓発のパト

ロールを進めておるところでございます。 

○議長（鈴木三津男君） １番、酒向君。 

○１番（酒向弘康君） 私のところに町内の自転車利用者、あるいは近隣の自転車愛好家か

ら、「幸田町の道路は自転車では危なく、走りにくいね」という声があることを申し上

げ、今回は自転車の交通安全対策に絞ってお聞きをしてまいります。 

   まず、町内における最近の自転車が関係する事故の発生状況と、その傾向をお伺いい

たします。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） 過去３カ年の岡崎警察署管内の自転車に係る死亡事故でござい

ますが、１９年に１件、２０年はゼロで、２１年は１件ということでございます。これ

は、あくまでも岡崎警察署管内の数値でございます。 
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   自転車事故につきましては、幸田町におきましては、１９年で２７件、２０年で２５

件、２１年で３２件の自転車の事故が発生いたしております。 

○議長（鈴木三津男君） １番、酒向君。 

○１番（酒向弘康君） 最近、エコ通勤、あるいは渋滞緩和、健康増進ということで、車の

利用を控え、自転車の利用の呼びかけが増えているということでありますが、自転車で

安全かつ快適に町の中を走れるかと言うと、そうはなっておりません。事実、今も答弁

があったように、管内でも自転車での事故でとうとい命が奪われております。 

   交通事故全体の発生件数が減少している中で、自転車事故の割合は増加しておるとい

うことでありまして、愛知県内においても、昨年、自転車が関係する死亡事故は４０人

ということで、５件に１件は自転車による事故ということであります。 

   現状として自転車は、歩道か車道のどちらかを走るしかなく、常に歩行者と車と接触

する危険にさらされているということであります。 

   さらに、自転車は手軽でもありますが、時速２０キロを超えるスピードが出て、衝突

時の衝撃は非常に大きくなります。 

   また、飲酒、無灯火での運転、会話をしながら、飲食、音楽を聞きながらなどと、危

険な要素が多く含まれております。 

   自転車の安全対策を進めるためには、安全な乗り方を啓発するソフト面と安全な通行

環境を整備するハード面の両面において、取り組みの強化が求められます。 

   そこで、まずソフト面についてお伺いいたします。自転車走行に関するマナーについ

て、学校等にしっかりと教育をすることも大変重要であるというふうに考えます。小・

中学校などで、自転車のマナー向上教育の現状と今後の事故防止教育に対する取り組み

をお伺いいたします。 

○議長（鈴木三津男君） 教育部長。 

○教育部長（牧野良司君） 小・中学校における自転車マナー向上の教育ということでのお

尋ねであります。 

   まず、現在の幸田町３中学校の自転車通学の状況でありますが、幸田町中学校では２

２.４％、南部中学校では７２.４％、北部中学校では６７.７％の生徒が自転車通学を

しております。その生徒に対しまして、年度の初めに通学団会や学級活動の時間に、自

転車の点検やマナー、通学路の確認などを行っております。 

   平成２０年の６月に道路交通法が一部改正されました。これは、主に自転車の通行等

に関する改正で、特に歩道走行や児童のヘルメット着用の努力義務が盛り込まれており

ます。 

   私ども教育委員会といたしましても、これを一つの契機といたしまして、歩道通行が

できる箇所や、逆にこうした指定のない通学路の現状把握の調査もいたしました。 

   加えて、この道路法改正を交通安全の意識づけの機会としまして、子供たちに対して

ヘルメットの着用や登下校の安全について一層留意するよう、指導の依頼をいたしまし

た。 

   一方、小学校では、各学校ともに交通安全教室を実施しております。警察署の方や交

通指導員の方々を講師にお招きしまして、自転車の乗り方や点検の仕方、交通マナーに
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ついての講話や、実際に自転車に乗っての走行訓練、道路の渡り方など、実施をしてお

ります。 

   さらに、小学校・中学校いずれでもありますが、教員が実際に街頭に立って、ＰＴＡ

や区長さん、安全ボランティアの方々と連携を図りながら、防犯パトロールも兼ねて、

登下校の安全指導を行っております。 

   このように、交通安全指導は、各学校において継続的・定期的に実施してきておりま

す。 

   いずれにいたしましても、学齢期にきちんとした交通マナーを身につけるということ

は大変重要であると考えております。今後も、交通安全指導につきまして、地域と連携

を図りながらともに取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○議長（鈴木三津男君） １番、酒向君。 

○１番（酒向弘康君） 次に、一般自転車を運転する人、特に高齢者への交通安全の啓発に

ついてはどのようにされているのか。 

   先ほど答弁がありましたので、特に新規、見直し、改善された項目で結構ですので、

お聞かせください。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） 高齢者の自転車の関係での交通安全啓発の新規なものというこ

とでございますけれども、特別なそういった新規はございませんが、従来から行ってお

ります「高齢者交通安全教室」を年６回行っておるわけですので、そういった中で、特

に自転車での注意喚起をするような指導を十分加えていきたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（鈴木三津男君） １番、酒向君。 

○１番（酒向弘康君） 次に、ハード面についてでありますが、自転車道路の整備もあまり

進んでいない中で、ただ単にルールを守れ、あるいは取り締まりということでは、少し

矛盾があるようにも思います。事故を未然に防ぐような仕組みをつくっていかなければ、

自転車の事故自体は減らないというふうに考えます。 

   広い道路の一部をカラー舗装して自転車専用レーンにした事業や、国の自転車通行環

境整備事業など、今後の道路整備や既存の道路において危険な箇所等は早急に見直し、

整備を進める必要があると思います。 

   先日、資料としまして、通学路の歩道の危険箇所の点検結果の一覧表は見させていた

だきましたが、町内の自転車道路の現状をどのようにとらえられており、危険箇所の情

報をどのように吸い上げて改善を進められているのか、その仕組みがあればお聞かせを

ください。 

○議長（鈴木三津男君） 建設部長。 

○建設部長（鍋田堅次郎君） 自転車専用道路という形での道路はありませんので、今は自

転車と歩行者が一緒になる歩道を今整備するのが、現在行われている県道の岡崎幸田線

やドミーの前の美合幸田線は１メートル５０でありますので、さらに１メートルを広げ

る２メートル５０の工事、あるいは野場横落線等、自転車と歩行者が共存していただい

てやっていく整備を当面行っているというのが現状であります。 
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   学校周辺の安全対策や何かは、毎年度、通学路の点検を土木課の職員も一緒に参画を

いたしまして、危険箇所、自転車に限ってのご質問でありますので、そういったことに

ついては、社会制度では標識だとかいろんなことはありますが、現段階では、歩行者の

安全と自転車が共存できる環境を整えていきたいと、こういうふうに思っております。 

○議長（鈴木三津男君） １番、酒向君。 

○１番（酒向弘康君） 幸田町の「都市交通マスタープラン」の「総合交通戦略」というと

ころでは、自転車移動に対する住民の満足度を、現状の１０％から３０％へと具体的な

数値目標を上げられております。 

   車社会の中で、歩行者や自転車の安全を確保できる道路をどう整備するのか、国が新

たに示した自転車重点都市制度を活用して、自転車専用レーンや駐車場の整備など、町

全体が自転車の活用を考えた道路整備に発展させていくことが必要だというふうに思い

ます。町としてどのように進められるのか、お考えをお聞かせください。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） 計画上の位置づけについて、私の方からお答えをいたします。 

   都市交通の長期計画といたしまして、幸田町都市交通マスタープランを、平成２０年、

２１年度にかけて策定をしてまいりました。そのまた短期・中期の事業プログラムとし

て、幸田町総合戦略も平成２１年度に策定をいたしました。 

   この戦略では、「移動しやすい安全・安心なまちづくりの達成」を掲げております。

自転車と分離され、ゆとりある歩行者空間や自転車走行空間の構築を図り、町民のだれ

もが安心・安全に移動できる町を戦略目標といたしております。 

   具体的な施策でございますが、この計画の中に歩道の新設改良の関係におきましては、

県道岡崎幸田線、県道美合幸田線、町道（仮称）相見駅前線、県道芦谷蒲郡線、町道芦

谷１号線などが、この計画路線として位置づけをいたしております。 

   学校周辺の歩道空間の整備といたしましては、各小学校周辺の歩行空間の整備を予定

いたしております。 

   自転車走行空間の整備としましては、県道岡崎幸田線、県道芦谷蒲郡線、町道（仮

称）相見駅前線を計画上に位置づけをいたしております。 

○議長（鈴木三津男君） １番、酒向君。 

○１番（酒向弘康君） 自転車専用レーンというのは、人と車の安全な走行を確保しつつ、

車両の円滑な通行を阻害しないという見地から、指定の基準といたしまして、歩道が整

備され、かつ歩道と車道の間に最低でも幅１.５メートル以上の自転車専用の通行帯を

確保できる道路と限定されております。 

   安城市は、新年度に自転車道路の建設を３億２,０００万円を予算化しております。

本町の既存の道路をこのようにはすぐに改善していくということは容易ではないという

ふうに思いますが、しかし安全・安心なまちづくりを目指す本町としては、モデル的な

しっかりとした自転車専用道路等も進めるべきだというふうに考えます。その点につい

ての考えをお聞かせください。 

○議長（鈴木三津男君） 建設部長。 

○建設部長（鍋田堅次郎君） 議員のご質問のとおり、安城市さんが自転車空間を整備され
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る、これは１８メートル道路で、今、両側に４.５メートルの植樹帯と歩道があるわけ

ですが、片方を３メートル５０にしまして、５メートル５０にして、２メートル２５の

自転車帯を設けると。 

   私どもも、今、岡崎幸田で行われておる県道やなんかは１６メートルです。１６メー

トルと言うと、３.５メートルで植樹帯が入った歩道です。専用レーンを設けると、先

ほど来、最低限可能は可能ですが、そのことによる錯綜の方がかえて不都合が起きると

いうことで、１８メートル道路というのは、実は先ほど総務部長が言いました、県道で

は芦谷蒲郡線、それから町道では相見線、幸田高校から相見駅へ向かっていく、あれが

１８メートルでできていますので、それから駅へ向かっては３０メートルの都市計画道

路を予定しますので、そういったところでは、今、議員のお話のとおり、車道側にも１

メートル５０の停車帯があるもんですから、そこを空色に塗るとか、歩道の中で１メー

トル５０を専用レーンにするとか、そういったことは駅と３０メートル道路と、そうい

ったところで検討が十分できる。１８メートル道路がないと、やっぱりそういった専用

区間を設けることは非常に厳しいという現状がありますので、安城市さんの例のお話も

ありましたが、そういったことについては、道路管理者として自転車と歩行者の安全を

より確保するための政策として検討をしていきたいと思っております。 

○議長（鈴木三津男君） １番、酒向君。 

○１番（酒向弘康君） 最後の質問項目になりますが、社団法人自転車協会によりますと、

従来は自転車への幼児２人の同乗は禁止されておりましたが、警察庁が提示した車体の

強度や安全性、ハンドルやブレーキ等、安全確保の６項目、この基準が適合すればよい

ということで、この適合の自転車が昨年７月から発売がされました。３人乗りというこ

とばかりではなくて、自転車運転自体の安全性も向上が図られたというものであります。

１台の価格は５万から１３万円ということでありまして、普通の子育て世代には購入す

るということでは少し厳しい価格だというふうに思います。 

   西尾市は、ことし１月４日から、３人乗り自転車を県の子育て支援対策基金事業費補

助金で購入し、市内２５カ所の保育園・幼稚園に２台ずつ設置して、無料で貸し出しを

行っております。碧南市も、２月１日から県の補助金で購入し、レンタルを開始しまし

た。また、安城市も、新年度事業で取り組みを発表するなど、全国の多くの自治体がサ

ービスを拡大しております。 

   本町とこれらの市町とでは、都市の形態が違ったり、あるいは住民のニーズには差が

あるかとは思いますが、自転車の交通安全対策として３人乗り自転車の無料貸し出しサ

ービスを実施する考えについて、それと刈谷市や豊田市は、この３人乗り自転車の購入

ということで補助金も出しております。これは、子育て支援や少子化対策がねらいとい

う事業でありますが、交通安全対策にも有効と考えます。近隣のこのような動きに対し

て、本町の対応の考えをお伺いいたします。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） 今言われました愛知県が行っております国の緊急経済対策

に基づく安心こども基金「地域子育て創生事業」の中のサンプルメニューの中の一つと

して、３人乗り自転車というのが提示をされたわけであります。 
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   これは２１年度からでありますけれども、このものにつきまして、私どもは２１年度

は申し込みをしませんでした。そのかわりではないわけですが、各保育園など、あるい

は児童クラブに加湿の空気清浄機の購入事業などを１２月補正でもお願いして、取り組

んだばかりでありますけれども、この３人乗り自転車が、言われますように、警察庁の

認可を得てまだ半年しかたっていないということで、安全だから警察が認可をしておる

わけですけれども、その安全性が本当に大丈夫なのか、３人乗り自転車で前後に６歳未

満の子供を乗せる、そして真ん中で運転する人は１６歳以上の人でなければならないと

いうような、そういう基準もありますし、利用者の評価などについてもまだ十分ではな

いというふうなことを思っておりまして、私どもとするとこの２１年度でこれに乗って

いくことはやめたわけでありますが、それからもう一つは、自転車が、先ほどから言わ

れていますように、気楽に走れる町内に道路があるのかという問題があるわけです。私

たちが一生懸命３人乗り自転車がをアピールして、たくさん乗ってもらうのはいいわけ

ですけれども、しかし十分安全に走れる道路がやっぱり不足しておるというような問題、

それから需要があるか、ニーズがあるかということにつきましては、保育園の保護者で、

今、自転車で子供を送り迎えしている人が何人いらっしゃるのかということで調査をし

ましたところ、２人乗りで、子供１人を乗せて保育園に通うというのが２６人、それか

ら３人乗りをやっているというのは、豊坂保育園で１人だけあったわけです。 

   それほど少ないわけで、車で普通は送り迎えをしておる、そのことの方がよっぽど安

全だということでありまして、私どもとしてはちょっとこの話はあまり積極的に乗ると

いうことにはならないわけでありますが、２２年度には、啓発用として２台購入をした

いというふうには考えておるところであります。貸し出しをするとか、あるいは補助金

をつけるというようなことにつきましては、私たちとしては考えておりません。 

○議長（鈴木三津男君） 理事者にお願いします。 

   残り時間にご留意いただきたいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） １番、酒向君。 

○１番（酒向弘康君） ニーズが少ないというふうに言われましたが、今後、さらに安全・

安心なまちづくりを推進していくために、先を見て、潜在的な住民の声を取り入れなが

ら計画的に進められて、交通事故を１件でも減らしていくという事業展開を希望し、私

の質問を終わります。 

○議長（鈴木三津男君） １番、酒向弘康君の質問は終わりました。 

   ここで、１０分間の休憩といたします。 

休憩 午前１０時４７分 

─────────────── 

再開 午前１０時５８分 

○議長（鈴木三津男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、１４番、伊藤宗次君の質問を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 改め通告がしてございます２件について、順次、質問をしてまいり

ます。 
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   まず、福祉バス施策の充実について問うものであります。 

   福祉巡回バス実現の政策提起は、今から２３年前の１９８７年、昭和６２年の議会か

ら私は提案をし、提起をし続けてまいりました。 

   公共交通であった名鉄バスが幸田駅から形原、西浦方面へのバス路線を廃止をしたこ

とから、自分では車を運転できない高齢者から、家族や友人に車の運転を頼むにしても、

本当に自分の行きたいところに相手の都合がつくのか、遠慮して必要最低限の移動しか

できなくなり、引きこもりがちになってしまう。病院や買い物などができるように、町

で巡回バスを走らせてほしいという切実な声を紹介し続け、実現を求めてきて９年間、

町民会館のオープンに合わせて、今日の福祉バスが１９９６年、平成８年に実現をいた

しました。 

   当初の福祉巡回バス実現の動機はどうであれ、今日では、高齢者の外出の機会をつく

り、寝たきりになる人を増やさないという行政効果が期待でき、結果的に行政コストは

安いという成果を生み、移動する高齢者を初め移動したいという人の自発的な意思が尊

重されている施策だと私は思っております。 

   ２００８年度、平成２０年度の決算の成果の説明書によれば、年間の福祉バス利用者

は４万８,０００人であります。この施策をさらに発展・拡充するために、幾つかの政

策提起をすることを前提に、現状について答弁を求めるものであります。 

   その第１点は、ここに福祉バスの経路図を持っております。つばきルート、さくらル

ート、あじさいルートの３ルートとも、最終の運行時間は午後４時２０分前後でありま

す。この運行時間について、利用者からの意見などをどう把握しているのか、現状につ

いてまず答弁を求めるものであります。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） 福祉バスの最終時間が、言われるように、４時２０分ぐら

いということで、そのことについて住民から特に苦情があったというようなことについ

ては、私どもとしては聞いてはおりません。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 現状、意見はないよと。ただ、意見を言っても、幸田町はなかなか

取り上げてくれないという住民のあきらめの境地をきちんと私は見るべきだと。言って

も、聞かへんと、聞かんものに知恵出して、後で、こんなんという思いじゃいかんなと

いうのは、住民の方が賢くなっておるんですよ、行政はずるくなってる、こういう対比

が見えてくるんじゃないかなということで、だから私が申し上げたいのは、現状、そう

いう意見がないから、今の現状の福祉バスの運行経路、あるいは運行の最終の時間、そ

うしたものに問題がないという認識かどうか、この点についてどうか。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） 住民の皆さんが、役場に行っても何も取り上げてくれない

じゃないかというようなことでありますけれども、私どもとすると、いろいろおっしゃ

っていただいた方が、いろんな問題点が指摘されればわかりやすいですし、そういう要

望もあることもわかるわけですので、私どもとしてはぜひおっしゃっていただきたいと

思っておりますが、そういうふうに思われることは、非常に私とすれば私たちの不徳の
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いたすところだというふうに思います。 

   それから、今の４時２０分で終わることについてどうなのかということについては、

いろいろと確かに早過ぎるというふうには思いますし、そのことについて、企画政策課

サイドで行っております「幸田町総合交通戦略」という計画もできましたので、そうい

うところで新しい方法で取り組んでまいるというようなことになっておるということで

あります。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 住民の意見があれば、それは度量を広く受けとめて、それを実現す

る、実施をしていく、それだけの用意はございますよと、こういう姿勢だということで

受けとめさせていただきました。 

   そうしたことを前提にして、今、答弁の中で、交通戦略を企画政策課の方でやってい

るよと、こういうことですが、過日開かれました総務委員協議会の中で、その概略が述

べられております。そうした中で、概略ですし、また私も総務委員会の委員ではござい

ません。 

   したがって、私はその中で問題提起として、先ほど申し上げたとおり、４時２０分前

後に最終の運行バスという形の中で、私はそれでは十分住民の足を確保し、住民の期待

にこたえられる福祉バスの運行状況かどうかという点では、私は疑問を思います。 

   そうした点で提起をするものでありますけれども、現在の運行時間午後４時２０分前

後、これを午後７時まで延長することについてどういうふうにお考えなのか、答弁がい

ただきたい。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） ２１年度に策定しました「幸田町総合交通戦略」、これにおき

まして、今現在実施しております福祉巡回バスをコミュニティバス化にするということ

が、この戦略の目玉でもあるわけでございます。 

   このコミュニティバス化につきましては、新駅の開業に合わせて切りかえていくとい

う考えでございます。 

   こういったまだまだ運行計画の案として今考えておるわけでございますけれども、こ

の中でも、今現在のサービスを維持・拡大するという内容で取り組もうという予定にい

たしております。 

   そういった中で、運行時間についても、今現在の４時台をさらに延長するというよう

な考え方も、当然、利用促進を図る上でも必要なことだというふうに考えておりますの

で、そういった時間延長については、今後、詰めていきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 現在の福祉バスというものをコミュニティバス、いわゆるコミバス

にしたいということは、名称が変わるということだけの意味合いなのか、それとも福祉

バスから名称だけじゃなくて内容的にもコミュニティバスという形に変更される、その

動機とその内容はどんな内容でしょうか。 
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○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） 今現在の福祉巡回バスにつきましては、その名のとおり、福祉

ということでございます。そういった利用者も限定してでのバス運行ということでござ

います。しかしながら、コミュニティバス化につきましては、全町民を対象に利用いた

だくということでございます。 

   そういったことで、なぜこういったコミュニティバス化ということを提案するかと言

いますと、公共交通の利用を今後拡大をしていくと、それによって環境対策等、自動車

社会から公共交通への切りかえを図っていく中で、ＣＯ２の削減、環境対策も図られる

という観点で、こういったコミュニティバス化を提案するものでございます。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 答弁をいただきまして、なるほどなというふうには私は納得できん

ですよね。 

   福祉バスだと、福祉というものが邪魔になって利用者が限定されていますよと、こう

いうとらえ方ですよね、とらえ方と言うよりも、あなた方の認識。じゃあ、現状、どう

なのか、福祉に該当する人以外の利用があるのかないのか。福祉バスだから、福祉に該

当する町民しか利用してもらえませんよ、あるいは利用してはいかんよとは言っており

ませんが、そういう形で制限なり枠が入っているような受けとめ方をされるから、コミ

ュニティバスという名称に変えて全町民が利用できるようにと、こういう筋立てですが、

何か弊害があるんですか、名称変更することに。メリット・デメリットという問題があ

ります。 

   例えば、福祉バスからコミュニティバスに名称の切りかえをしたことによって、国・

県の補助対象なり支援体制が変わってくるのかどうなのか。現在でも若干ありますよね、

県の方からの、そういうものが変わってくるのかどうなのか。ただ単なる名称の問題で、

その名称の問題も、あなた方の認識というものは、福祉バスというのは福祉というもの

に限定されるから、利用の促進が阻害をされておりますよという筋立てですよね。そん

な筋立てでいいのかどうなのか。現状の利用されておる状況の問題から含めて、私はそ

れについていまいちあなた方の説明が不十分だと。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） 現在の福祉巡回バスにつきましても、すべての方が利用可能だ

という形での運行がなされておるわけでございますけれども、実態としましては、その

利用者の内容は、通学、園児も若干ありますが、そういった高齢者等の利用に限られて

おるというのが実態ではないかというふうに思っております。 

   こういった福祉バスという名称で、一般の方々の利用が遠慮されているというような

実態もあるならば、名称をコミュニティバスという名称で広く利用を図るのがいいんで

はないかというふうには思っております。 

   なお、補助金の関係については、一切、この名称の関係ではかかわりはございません。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 何かあなた方に私はこだわりがあるかなと。こだわりがあるかなと

いうのは、私もこだわっておるわけです。 
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   福祉バスというものが、結局、福祉という名前で利用者が限定されるんじゃないかと。

あなたの、いわば遠慮があるかなというのは、あなたの勝手な見方でしょう。遠慮なし

に乗ってくる人は、幾らでもおるわけです、乗ってくださいと言っておるんですからね。 

   そうした時に、私はこの福祉バスというものからコミュニティバスに乗ったら、あな

たの発想でいけば、一般住民の人がわっと利用すると、こういう組み立てですよね。そ

ういう発想でなければ、そういう発想は出てこんわけですよ。 

   交通戦略がどういうふうな想定をされておられるかは知りません。しかし、先ほどの

答弁から言って、新駅の開業に合わせてやる。それは、若干、利用は増えるでしょう、

また増えてもらわなきゃ困るわけなんでね。 

   そういう点で、私はコミュニティバスという形で名称変更することについての動議づ

けというのが、福祉バスという名称が利用者を限定させているんだよという認識が私は

気に入らんのです。 

   あなたの言われたように、コミュニティバスにすれば、環境の問題からと、そんなも

のは福祉バスで走ろうと、コミュニティバスであろうと、ＣＯ２削減、環境に優しいと

いう点からいけば、共通項でしょう。それを取ってつけたへ理屈と言うんだ。 

   あまり、この名称の問題にこだわるつもりはございませんが、そうした私は思いがあ

ります。福祉バスからコミュニティバスになぜ変えるのかという、その変える大義名分

というのが、福祉という名前が住民の利用の阻害になっているんだよと、こういう発想

です。私は、その発想には理解できない。 

   広く利用することについては、私はやぶさかでないし、多くの人が利用してほしい。

しかし、それが福祉だからいかんのだという組み立て方については、理解は私はいたし

ません。 

   そうしたことの中で、先ほど私が提案をしました午後７時まで延長という点について

は、今後、戦略の中で検討をしていく課題になっているんだということですが、じゃあ

今、課題になっていると言っても、全くの白紙じゃないはずなんですよね。 

   そうした時に、午後４時２０分で終わる。それをどこら辺まで、私が７時までと言い

ましたけれども、いや、７時はえらいと、ちょっと色をつけて５時にするかと、それで

も拡大だと。あなたは、さらなる拡大をしていきたいという時に、どこら辺までの感覚

でおられるのか、答弁がいただきたい。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） 名称にこだわるということは、お互いなんでございますけれど

も、今現在の福祉バスの機能をさらに、利用対象も含めて拡大を図っていくということ

でございますので、何ら今の福祉バスを機能低下するものでも何でもないわけでござい

ますので、事足りるかなとは思いますけれども、名称については、さらなる検討を加え

てまいりたいと思います。 

   運行時間につきましても、先ほども申しましたように、今後の検討課題として、今の

利用時間をさらに延長する方向での検討をしてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 私はあなた自身が現在の施策を維持し、名称はともかく、維持をし、
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拡大し、充実をするという答弁をされました。そういうのをまともに受けて、さらなる

質問を展開してまいりますが、現在、３ルートございます。この３ルートの所要時間は

おおむね１時間ですよね。おおむね１時間というのは、利用者にとっては、起点から終

点まで、始発から乗っていたら１時間乗りっ放しという、そういう事例もあるわけです。 

   そうした点からいけば、所要時間がちょっと長いなと。そういうのも、乗り方によっ

ては、利用者が、何とか、ひょっとしたらタクシーの方がとか、あるいはいろんな都合

があって、１時間の所要時間というのは長過ぎるなというのが思いだと、私自身の思い。

利用者に聞いても、まあしようがないわね、乗せてもらっておるもんで、無理言っちゃ

いかんけれども、早いことにこしたことはないわねと、これが利用者の声ですよ。 

   という点からいけば、この交通戦略の中で、現在、３ルートとも所要時間が約１時間、

この時間の短縮というのはどういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（近藤徳光君） 基本的に考え方、福祉巡回バスは、役場を中心に、南はあじさい、

真ん中がつばき、さくらですか、三つの３ルート、いわゆる公共施設を中心につなぐと。

したがって、１時間ぐらいかかっておるというふうに思いますね。 

   ですから、これを新駅ができることによって、三つの駅を中心としてどう交通を構築

していくかということが大事であるというふうに思っておるわけでありますが、これま

でもいろんな関係者の意見を調整しながらつくってまいったわけでありますが、先ほど

総務部長が申し上げましたように、福祉とコミュニティの考え方については、伊藤議員

は福祉にこだわられるわけでありますけれども、やっぱりコミュニティということにな

れば、地域をつなぐというとらえ方でいいだろうということを私は思うわけであります

が、いずれにしても基本的にはそういった駅開業をスタートに、その三つの駅を中心に

どうバスをつないでいくかということになるわけでありまして、３本だと大体１時間ぐ

らいで、今おっしゃるように、時間的に１時間ぐらいかかるわけであります。もう少し

短縮して機敏に小回りに回るということが大事であるというふうに思いますので、約４

５分ぐらいで１ルートを考えます時に、従来の３路線でなくて、もう１路線を増加して

４路線にして、その密度の高い巡回をしながら、特に北と真ん中、真ん中は西と東に分

けまして、線路を挟んで、それで南という４ルートにした上で駅をつなぐということを

中心にルートを考えていくと、こういうことでございますので、私はより利用者の便が

図られるというふうに考えるわけでありますが、いずれにいたしましても、基本的には

８時半から６時ぐらいということを目標にいたしておるわけでありますが、先ほど伊藤

議員の７時までということについては、ちょっとどうかなというふうに思うんですけれ

ども、いずれにしてもそういった考え方のもとに、これまで検討してこられた、結果は、

最終的に町の方に報告があるわけでありますが、そういう形でつくるわけでございます

ので、その辺は、料金については一応無料と、同じということであるわけでありますが、

これはちょっと私はいささか抵抗があるわけでありまして、これは１００円ぐらいいた

だいてもいいんじゃないかと、これはさらに詰める必要があるというふうに思いますが、

これは私の私見として申し上げておきたいと思います。 

   いずれにしても、そういった形で、より便を図るような運行体系を考えておっていた
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だいていますので、いずれ決まり次第、そのような形をとっていきたいというふうに思

います。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 大変な答弁をいただいちゃったなと。 

   利用料の徴収なんていうのは、まさに福祉から逸脱するための理屈としてコミュニテ

ィを導入したんだなと、こういうことになるんで、私は利用料は取るべきじゃないです

よ。町民の足をどう確保するのかと、それは行政としても主要な課題なんです、施策な

んです。そうした時に、金を出せよというのは、私は町民にさらなる負担と犠牲を押し

つける施策だろうと思うんです。少なくとも、利用料、運賃は無料という原則は、これ

はどうあっても貫いていただきたいということを、まず答弁を求めたい。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（近藤徳光君） 今、素案検討の段階では無料であります。そのように承知しており

ます。私としては、１００円ぐらいいただくこともどうかなということを思い、申し上

げたわけでありますが、このことについてはいささかも変わりはございません。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） あなたの思いを語ったと、私見だと言いながら、あなたが座ってい

る席は町長という席なんです。あなたが、個人的に私見として言われても、それは私見

じゃなくて、町長という立場から物を言われたということになるんで、その重みという

のは、私見であろうと、町長という立場であろうと、私は一緒だと思うんです。そうし

た点で、ともかく無料は原則だよという答弁をいただいたというふうに私は理解をして

おります。 

   先ほどの中で、所要時間１時間は長過ぎると、したがって４５分、現在、３ルートか

ら４ルートという形で、時間の関係も最終を６時ごろだよというのが町長の答弁だとい

うふうに私は理解するわけですが、そうしますと、現在、バスが３台で３ルート、４台

で４ルートというふうに理解をする。それと同時に、それは新駅を中心として、さらな

る公共施設を回りながらという意味合いで理解していいかどうか、答弁がいただきたい。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） ４ルート化に伴いますバスの台数については、１台増車という

ことで予定をいたしております。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） ４ルートということで、４ルートをそれぞれ各１台ずつということ

で、現在の３台から４台に増車をされて所要時間の短縮を図ると、こういうことですが、

そうした時に、先ほどちょっと触れましたけれども、８時半から午後６時という点でい

けば、私は６時というのはちょっと早過ぎるんではないかと。やっぱり、夏場と冬場と

いう人の流れもございましょうし、最終の例えば６時、あるいは７時というふうに選択

をした場合、このバスの利用の仕方、コミュニティバスということの利用からいけば、

私は中学生の利用も、あるいは場合によっては、ルート１台によっては、高校生の利用

も想定できるわけですよね、コミュニティですから。という点からいけば、私は時間の

延長というのも、今、案として検討している段階だよということを言われるんで、その
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検討の素材の中に６時という検討の素案に、さらなる時間の延長ということで、７時も

検討の素材に加えていただけるかどうか、答弁がいただきたい。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） 学校等のスクールバス利用ということでの関係については、時

間帯によっては、その時間帯を登下校の合わせる形での運行も加えていきたいという考

え方を持っております。 

   いずれにしましても、運行形態、運行時間の関係も含めまして、今後、利用者の意見

もお聞きしながら、より利用しやすいコミュニティバスをつくっていきたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） その中に、先ほど申し上げたとおり、最終を６時という、今、案が

検討されているということでございますので、私はその６時にさらなる延長という形で、

７時についても検討の中に加えていただきたいということを申し上げて、これはまた答

弁をいただきたい。 

   先ほどの答弁でいきますと、利用者の意見を踏まえてと、こういうことでさっと逃げ

ておるわけですから、私は利用者の意見を聞くことは結構です。大いにやってください

ということと同時に、議員として一般質問の中で政策提起したことにはちゃんと答えて

いただきたいということを申し上げて、答弁を求めます。 

   それから、次に、今、総務部長の答弁の中で、スクールバス云々というふうに言われ

ました。これは、通告もございますが、安全・安心の下校で福祉バスの活用をというこ

とで、ただ福祉バスであろうと、コミュニティバスであろうと、私は名称にこだわるけ

れども、今、こだわっている問題じゃないわけですから、そうした時に、スクールバス

という限定的な見方をすると、そこからまた逆な面として、利用したいなという住民が

排除されていくという危険性があるんで、私は子供たちが、これは小学生であろうと、

中学生であろうと、高校生であろうと、いわゆるひっくるめて子供というふうに表現さ

せていただきますけれども、子供たちが活用できるような運行形態ということをきちっ

とやれば、私はあえてスクールバスという見立てをしなくても活用できるんじゃないか

と。 

   そうしますと、ここからここまではコミュニティだと、ここからここまではスクール

バスだと言ったら、行政の中、今でも縄張り根性ばかりじゃないか。そうした時に、こ

の時間はおれの部署だと、コミュニティだと、いや、ここは今回、おれのところだ、教

育委員会だと言ってやったら、あなた方はしょっちゅうけんかやっていればいいですよ。

そのとばっちりを受けるのは住民なんですよ。 

   ですから、私はスクールバスという形で運用を活用していただくこと自体は否定しま

せん。しかし、スクールバスなんだという固定観念で、後は排除していくような、そう

いうとらえ方で、今後、ルート検討やら時間延長というものを考えていただいたら困る

わけだ。そうした点でいくならば、どううまく活用するのかと、こういうところで私は

知恵を出していただきたい。いかがですか。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 
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○総務部長（新家道雄君） 運行時間夜７時までというご提案につきましては、留意しまし

て、今後の検討の中に加えさせていただきたいと思います。 

   なお、スクールバス化ということでございますけれども、一般を排除した形で専用的

にスクールバスという時間帯で運行するというようなことではございません。あくまで

も、一般の方もまじって利用できる、そういった方法を考えております。 

   したがって、運行時間を下校に合わせる形での時間帯設定をということでのスクール

バス化ということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 私が申し上げるのは、そのルートの中でその時間帯に合わせて子供

たちが下校時にうまく活用できると、こういうのが前提なんです。スクールバスだった

ら、スクールバスそうろうにすればいいんです。その方が町民の理解の仕方がいいんで

すよ。 

   しかし、この時間帯に入っていくものについてはスクールバスですよと、皆さんご遠

慮くださいよというような、一般の方を排除するような形で運行をするならば、私は町

民の批判が出てくるであろうと。 

   子供ためだからと言って、みんなこらえちゃうと思うけれども、私は本来、あなた方

がコミュニティバスということを言われるなら、私はそういう施策の方向の中で、それ

は相町長部局と教育委員会部局がひざを交えて、胸襟を開いて、じゃあどうするかとい

うことをやってもらわんと、縄張り根性ばかり一生懸命やっているというのは困るわけ

なんです。 

   そうしたことも含めて、じゃあ現在の福祉バスで利用されていない、あるいは利用し

たくても利用できないような状況に、子供たちがどういう状況にあるのか。つまり、福

祉バスに取り残されている地域なり、あるいは子供の状況はどういうふうに把握されて

おるのか、答弁がいただきたい。 

○議長（鈴木三津男君） 教育部長。 

○教育部長（牧野良司君） 現在の福祉巡回バスにつきましては、私ども教育委員会としま

しては、それを利用させていただいているといったような形での基本スタンスでありま

すので、まずご理解いただきたいと思いますが、現在、利用できていない地域、あるい

は利用している地域ということでありますが、現在、三つの学校で利用をしております。

現在ということで、荻谷小学校の荻地区と芦谷の狭間地区、それから深溝小学校でいき

ますと、逆川、そして海谷、そして里の折ヶ谷の地区、そして豊坂小学校でいきますと、

須美、桐山、上六栗に加えまして、去年の９月から永野において利用をしております。 

   それ以外の三つの学校、それ以外、また地域につきましては、運行ルートがないとか、

あるいは下校時間との乖離があって利用できないといったような状況であります。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） そうしますと、六つの小学校がある中で、三つの小学校、つまり荻

谷小学校、深溝小学校、豊坂小学校は、ルートと下校時間がうまく調整できて利用でき

ているよということですよね、今。そうしますと、じゃああと残った坂崎小学校、幸田

小学校、中央小学校は、ルートやら、あるいは運行時間が合わないから、取り残されて
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いる子供たちがおりますよということですよね。 

   そうした時に、その実態の中で、じゃあ久保田とか長嶺、坂崎の上田や石ノ塔、こう

いうところはルートがないということなんですよね、時間の設定がないといった時に、

そういう子供たちが取り残されている、まず現状がそうなんだと、あるいは新田もそう

ですね、山寺もそうだということの中で、じゃあ今後、コミュニティバスという形で増

車をし、ルートも３ルートから４ルートという形になれば、それの選択の幅というのは

随分増えてくるし、あなた方が問題提起し、政策提起をし、町長部局と十分な議論を重

ねていいものをつくっていけると、こういう条件、展望は開けていきますよね。 

   そういう点からいけば、現在、先ほど申し上げた長嶺、久保田、上田、石ノ塔、ある

いは山寺、新田等については、これは今回のコミュニティバスの計画からいって、これ

はフォローできますか。 

○議長（鈴木三津男君） 総務部長。 

○総務部長（新家道雄君） できる限りカバーできるような運行計画を練ってまいりたいと

いうふうに思います。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） できるかできないかは、あなた方の胸先三寸だ。だから、私が先ほ

ど申し上げているように、この後の町長の施政方針の中でも触れますけれども、縄張り

根性が多過ぎるんだわ。世間や住民の感覚から全く理解できないけれども、幸田町の役

場の中では、見えざる壁があって、物を言わせず、物も言わない、それで縄張り根性を

一生懸命固めている。だけど、そのはざまに子供たちがひとり下校でほうっておかれる

わけですよ。 

   つい最近、回覧板で、町内の不審者情報というものが回ってきた。こういうものを回

されることは大いに結構ですが、そういう状況の中にあった時に、我のところは教育委

員会の部局なりと、我のところは町長部局の大玉の総務部長なりという形で、お互いに

こんなことをやっておったら、住民が被害をこうむるだけなんですよ。だから、それは

直していただきたいと。 

   ですから、今、教育部長は手を挙げようかどうせいかと思ったけども、頑固な総務部

長が言っちゃったもんだ、物が言いにくいなと言ったけれども、物言ってちょうだい。 

○議長（鈴木三津男君） 教育部長。 

○教育部長（牧野良司君） まず、私ども、縄張り根性ということを先ほど言われておりま

すが、そういう考えを一切持っておりません。 

   基本的に、今現在の福祉バスは、私たちが利用させていただいておりまして、１７年

から始まっておるわけですが、順次拡大してきております。 

   ということで、私どももできるだけこういう形でできないかということで、それぞれ

の所管の方と協議をしてきた経過がございます。 

   今後、新駅に合わせての新しいコミュニティバスといったようなことで、私どもまだ

そのルートとかということについてはまだ承知はしておりませんが、今後、そういう形

で、私どもの方の意見としても出していって、子供たちはもちろんですが、町民の中の

子供たちといったような形での意見は十分に出していきまして、よりよいコミュニティ
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バスという形での協力と言いますか、一助を担っていきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 教育部長の一歩へりくだって物を申されるということは、わからん

でもないけれども、あなたの答弁の中で「利用させていただいております」と、そうい

うことを言っとるもんだから、つけ込まれるわけだ。 

   町民の税金で、福祉バスが町民の安全のために、足の確保のために、ずっといろんな

ところ回っているなら、子供だってみんな共通ですよ。おい、利用させよと、ルート変

更できんかと。もみ手、すり手しながら、頼むわと、そんなことをやっとったら、押し

込まれるだけだわ。ちゃんと胸張ってやりなさいよ。 

   ということで、別に今、後ほど答弁が要るか要らんかはともかくとして、私はこのコ

ミュニティバスに変わって申し上げたいことの第１番は、無料は絶対貫く、運賃は取ら

ない。そして、もう一つは、利用者の利便がより図られるような運行時間の延長とルー

トの選定をきちっとやっていただきたい。これを申し上げて、答弁をいただいて、次の

質問に入ります。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（近藤徳光君） 今、福祉バスの、先ほど教育部長が申し上げたように、子供たちの

通学の便も図ってきたわけであります、下校時に。 

   スクールバスということは、ちょっと総務部長がフライングかなというには思わんで

もないですが、子供たちのためを思って言ったことでありまして、ですけれども、これ

は最終的に調整をいたしましてやりますが、料金については、私は私見として申し上げ

ます。ただ、その子供たち、あるいは高齢者、いわゆる免除する層があってもいいなと。

しかし、いただくということについては、私は１００円ぐらいはどうかなと、このこと

についてはこだわります。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） ２点目の町長の施政方針に入ってまいります。 

   町長は、昨年の１２月２８日の仕事納め式で、また１月４日の仕事始め式でも、「新

政権のコンクリートから人へは共感できる」などの話をされておられました。その真意

をはかりかねるのが、町長の施政方針の内容であります。 

   鳩山内閣の「コンクリートから人へ」とは、自民党政治のもとで、アメリカと財界、

大企業に奉仕をする公共事業が産業政策として実施をされ、バブル崩壊後の９０年代に、

アメリカの内需拡大要求を受けた６３０兆円の公共投資、基本計画のもとで、高速道路

や空港、港湾などが全国で進み、地方の経済は公共事業に依存をする体質を強められ、

その中で、小泉の構造改革のもとで、アメリカ財界の要求のもとで、都市再生事業を初

め規制緩和、民営化、市場競争原理優先の施策のもとで、膨大な借金、負の遺産を抱え

る事態を生みだしたことは、ご承知のとおりであります。 

   こうしたことから、政権交代と鳩山内閣は、従来の箱物、公共事業中心でなく、むし

ろそれは大幅に削りながら、命を大切にする予算、不要とは言えないが、不急な事業は

大幅にカットしたい、これが鳩山内閣の公共事業の政策であります。 
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   それは、自民党政権下のアメリカと大企業に奉仕をする政策から根本的に転換をする

ものではございませんが、前向きなものとして見ることができるものであります。 

   こうした「コンクリートから人」への転換の視点から、町長の施政方針を読みますと、

従来型の開発優先の政策からの転換は見られず、新たなまちづくりの拠点となる新駅及

び自由通路の設置を計画どおり推進するとしておられますが、どのように受けとめて理

解をすべきか、答弁をいただきたいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（近藤徳光君） 昨年の１２月とことしの１月に、県の例に出されて、私は「コンク

リートから人へ」については、その理念としてはわかるわけで、そのことを申し上げた

わけでありますが、しかし９２.３兆円ですか、しかも税収が３７兆円余りですか、大

幅に落ち込んだ中で、４４.３兆円かの借金をするということについては、非常に先行

き心配であります。 

   そんな中で、特に子ども手当は１万３,０００円ということであるわけでありますが、

しかし来年、２３年度は２万６,０００円ということで、先への財源の調達の見込み、

加えて借金の残高が膨らんでいくということになると、私はこのことに対しては非常に

懸念をいたしております。 

   特に、公共事業は、１８.３％ぐらいかな、縮減された。そのことはわかるわけであ

りますが、私といたしましては、公共事業削減は、そのことに対しましては、私はノー

であります。 

   国がそうやられても、それは国全体で考えればそのとおりかもしれませんが、この地

域、幸田町を預かる立場から言えば、まだ公共事業というのは一定の形で整備をしてい

く必要がある、その町、町によって違うというふうに思います。 

   ですから、人に対する手当は、これは評価をいたしますが、しかし本町の場合は、継

続しておる事業、相見等々、あるいは駅前、あるいはさらに将来的には岩堀、六栗、里

の区画整理を予定いたしておるわけでありますが、いずれにしてもそういう観点からい

たしまして、一定の公共投資は必要であると、そのように考えて、今回、予算を組んだ。

それは、持続可能な町にしていくための基盤をつくっていくという意味におきまして、

今回の予算を組んだわけでありまして、しかし２.９％は伸びておるわけでありますが、

それは子ども手当が９兆円余り、公共事業、そういったものは、新駅中心としたものが

１１億円ぐらいですか、そういった差し引きしますと、１.５％実質減であります。こ

のことをひとつご理解をいただいて、将来に向けての基盤をつくっていく町の将来の発

展のためにはどうしても必要であると、そのように考えて、今回、お願いをいたしてお

るわけでございますので、よろしくご理解のほどお願いします。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） まさに、今、答弁された内容が、施政方針の冒頭に掲げられており

ますよね。 

   その内容は、「行財政運営に当たって、人命・財産に係る安全・安心問題を最優先に

取り組み、福祉医療制度の維持や子育て支援、教育、環境などの施策に配慮」と、配慮

なんです。つまり、このことは配慮しますよという位置づけをあなたはされて、「引き
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続き新駅設置と相見区画整理事業、幸田駅前整備については、引き続き推進をする」と、

ここに位置づけ、重さが全然違うということなんです。片一方は「配慮する」と、片一

方は「推進しますよ」と、言葉じりじゃないんです。まさに、そこにあなたの開発優先

の真髄があると。つまり、配慮と推進の二また公約のたぐいじゃないですか、総花的だ

ということなんです。 

   「第５次総合計画に依拠し」、それはだれでもそうですよ。第５次総合計画は１項か

ら６項まであります。すべからく、町民の生活、幸田町の行財政すべからく網羅してい

るのが総合計画ですから、総合と言うんです。「総合計画に依拠し」と言えば、もっと

もらしいけれども、選択と集中という名前で、選択と集中とは、町長のいい物食いでし

かないと。いい物食いばかりしとっちゃ住民の批判があるから、それは配慮しましょう

よと。配慮しましょうよと言いながら、こっちは推進するよと、これはどういうふうに

受けとめたらいいんですか。私は、ちょっと受けとめ方がどうなのか、その真意はどこ

にあるのかということを難儀しておりますので、説明がいただきたい。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（近藤徳光君） 先ほど申し上げたとおりであります。 

  理解をしていただけんということは、私の説明不足かもしれませんが、やっぱり社会基

盤の整備は、将来に向けて幸田町が発展をしていくためには必要でありますし、福祉・

医療、そういったものを配慮という言い方にこだわられるようでありますけれども、子

供の医療費無料化は、中学校３年生まで医療費無料はいたしておりますし、他市町村に

おくれをとっておることは私はないと信じております。 

   そういった面で、いろんな面で福祉に対しましては、可能な限り対応しておると。こ

の「配慮」という言葉が気に入らんと言われると、何とも言いようがないですが、いず

れにしても、そういう形でこの人に対することはしておるつもりでございますので、ひ

とつご理解をいただきたい。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） その配慮というのが気に入る、気に入らんは別にしまして、私は一

言も、福祉がこの西三河の中でも上位の部類、場合によっては突出していると、そうい

うこともあります。そういうことはちゃんと認識しとるんですよ。 

   ただ、そうした時に、社会基盤の整備はどうしても必要だということとの対比の仕方

で出されてくるというところにあなたの二また公約の真髄があるんじゃないかと。それ

は、それで成果として上がっております。あなたが大いに胸張って３期１２年間の我の

成果は、福祉・医療と住民の命と暮らしのための施策だと、これは胸張っていただいて

結構ですし、私どももそれは大いに評価しております。 

   ということと同時に、開発を優先していく、そのことによって、住民へのしわ寄せが

今後どういうふうに出てくるかという問題と、それからそれが直接的に住民の負担にな

らなくても、町の財政が大変な借金をこうむるようになるわけですよ。 

   先ほど言われたように、借金残高は１５７億から１５８億、５会計合わせてね、そう

ですよ。だけれども、この２年間で４２億３,０００万円借金しておるんですよ。返す

方は、２年間で２１億円。ということは、差し引きで言ったら、２０億円近く借金が増
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えてきている。 

   ですから、１７０億から１８０億の借金残高が、今年度限りでいけば、そういう状況

になってくると。そうした時に、引き続き開発を優先をする。その言葉として、社会基

盤の整備はどうしても必要だという組み立てをされると、財政負担が後年度負担に変わ

ってきますから、私はそういう点でいけば危惧を持つものだと。あなたの言う社会基盤

の整備が必要だと、そのことを否定するものではない。しかし、町の財政が限られた中

で、厳しさを増す中で、どうしていくかという選択肢が私はこの施政方針の中で述べら

れてしかるべきだなと、しかしそれが見えてこないというところに一番の不安を持って

いるので、答弁がいただきたい。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（近藤徳光君） いずれにしても、歳出が膨らむことは、税を中心とした借金につな

がるわけでありますが、しかしやるべきことは、福祉もそうでありますが、この社会基

盤の整備も、時期を失うということになるとまずいです。したがって、この辺を考慮し

ながら、特に後年度負担、借金をすることによって次の世代に負担をかけるということ

は忍びないです。 

   現在、今、伊藤議員、ご指摘いただいたわけでありますが、大体２１年度末で一五七、

八億だと思います。ちょっと今、手元に数字は持っておりませんが、いずれにしても、

借り入れをして、最終的でいくと、大体１１％前後の公債費比率で推移していくという

ふうに思います、二十四、五年までかけては。 

   そういうことからいたしましても、そこそこにやりくりはしていけると、そういう観

点から、このことを申し上げておるわけでありまして、どうかひとつその辺もご理解を

いただいて、借金残高で埋まるようなことの、これは一番、伊藤議員ご指摘のとおり、

そのことは十分留意をいたしておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 施政方針の最後のページになりますけれども、こういうくだりがご

ざいます。「行政改革は、職員意識の改革と事務事業の見直し、組織機構の点検・改善

を徹底して取り組む」と、私はまさにそのとおりだと思う。問題は、この職員の意識改

革というとらえ方の中で、じゃあ今の職員の意識改革はどの辺にあるのか。その意識を

どういうふうに改革していくのか。これは一般的な言葉なんですよ。このことについて

は、総論賛成だと。だけれども、その意識改革とは何ぞやと。 

   先ほどの一般質問の中で、事業仕分けとは非常事態のことを言うんだと、平時では行

政評価で事足りんだと。そうじゃないんですよ、たまたま新政権は財源をどう生み出す

かということの中で事業仕分けをやったけれども、国民の受け方は、予算を編成する過

程の中で、国民にわかるような予算の編成の姿、あるいは事業の問題点を公にしてきた、

こういうものを取り組んでほしいというのが国民の多くの願いという点から言って、ま

さにそういう非常時の問題だという職員の意識の現状、あるいは副町長が口から出任せ、

いいかげんな答弁をしたわけだ。３年間通して契約行為をやったのに、来年もまた入札

行為をやるわと、間違った答弁を、口から出任せだわ。出任せ答弁しても、環境部長が

ぱっと言って助け船を出したもんだから、自分は口封じで座り込んじゃった。自分は誤
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りが指摘されたら、たとえ議長が制しても、私は訂正させてもらうと、そのぐらいの感

覚がなければ務まらへんですよ、意識改革なんかできるもんじゃないわけだ。 

   だから、私は職員の意識改革ということを町長が掲げられた。大いにやっていただき

たいけれども、じゃあ町長自身がその現在の職員の意識改革はどの辺に問題があるのか

と、都合が悪くなったら、口封じて、当てずっぽう答弁でも何も省みんでやっていくと、

こういうものに対して町長自身がどうお考えなのか、答弁がいただきたい。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（近藤徳光君） 職員は、それぞれ公務に携わるということで使命感を持ってやって

おってくれます。そう思っておりますが、やっぱり公金・税金を使わせていただくわけ

であります。したがって、その税に対する重みというのか、物事をやるには、常に金が

伴うことでありますので、原価意識に徹してむだを省く、最小の経費で最大の効果を上

げると、こういうことに徹して仕事をやっとってくれますし、そのように幸田町の職員

は当たっておるというふうに信じております。 

○議長（鈴木三津男君） 時間となりましたので、１４番、伊藤宗次君の質問は終わりまし

た。 

   ここで、昼食のため休憩といたします。 

   午後は、１時から会議を開きます。 

休憩 午前１１時５２分 

─────────────── 

再開 午後 １時００分 

○議長（鈴木三津男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   ２番、大嶽 弘君の質問を許します。 

   ２番、大嶽君。 

○２番（大嶽 弘君） 議長のお許しを得ましたので、通告順に従いまして質問をいたしま

す。 

   最初に出しましたテーマの「ＣＯＰ１０」の取り組みの項では、今回の会議を契機と

しまして、愛知県では、「あいち自然環境保全戦略」というものを打ち出しております。

それと本町がどうかかわっていくのかという問題、それから幸田町独自にどのような行

事なり、啓蒙なり、意識改革をしていく姿勢があるのかということ、それから環境に関

連しまして、また４月から桜まつりが始まりますが、文化公園の歩道整備などについて

若干お尋ねをしていきたいと考えます。 

   それから、２番目の高齢化時代の住宅政策という件でございますが、これ、最初にぱ

っとわからなかったのが、新政権に変わりまして、今後の新政権の政策というものをず

っと一覧表に中日新聞のトップに飾ってありまして、その中に、今後の住宅政策の項が

載っておりました。これは、民間住宅とのペアとか、いろいろ意味がわかりませんでし

たので、そのあたりの入っている情報等をお尋ねしたいと思います。 

   それから、私も前歴がありまして、脱税問題というのは、特にすぐにぱっと意識して

しまうんですが、無料低額宿泊所を利用しました脱税事件がありました。すぐ隣の岡崎

市では、個人情報が出たということで、また新聞紙上をにぎわわせまして、それがまた
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キャンペーンが出てきたということで、一般の方も少し興味を持っておられる人もおら

れて、そういうものについて若干聞いたらどうだと、こういうふうなこともございます。 

   それから、高齢化時代を迎えまして、町営住宅の今後、どういうふうな展望でいくの

かというような大まかな観点でお尋ねをしていきたいというふうに思います。 

   最初に、ＣＯＰ１０に関してですが、朝のＮＨＫのニュースで取り上げられておりま

したが、生物多様性につきまして、今、ニュージーランドで日本のワカメが異常繁殖し

ておって、これが全くとまらない勢いで、漁業に対してすごい影響力があって、漁業者

から、もうパンクしそうだという悲鳴が上がっている。何で、そんな日本のワカメがニ

ュージーランドへ行くんだということですが、これは日本の漁船がニュージーランドに

向かいまして停泊をすると。泊まっている時に、こちらで持っていった水を吐き出すと。

吐き出した時に、ワカメの種が入っておると、水の中に。その水の中のこぼれたやつが

ずっと繁殖してきたと。 

   日本は、７月、８月に猛暑になりまして、そういう菌が死ぬそうですが、向こうはち

ょうど増えやすい環境の温度だそうでございまして、それでもうとまらないということ

で、今度はそれを逆に利用して、日本にワカメを売りつけにいこうじゃないかというよ

うな話もしておりましたが、今まで私どもに入ってくるニュースというものは、どうし

ても日本が被害者だと、環境問題で、いつもよそから外来種にしましても、被害者、被

害者ということで新聞紙上をにぎわわせておりますが、やっぱり日本も外国に対して加

害者である面も多々あるということも理解して、生物多様性というものも考えていく必

要があるのかなというようなことを、けさも考えさせられました。 

   生物多様性の問題について、先日、ある本を読んでおりましたら、日本人はコーヒー

を一日に１杯以上飲みまして、１年平均３８０何杯を飲むと。コーヒーを飲むことが、

生物多様性、生き物環境にいい影響を与えると、こういう話が書いてあったわけですが、

日本人がコーヒーを飲むのをやめると、環境に悪いと。 

   何で環境に悪いかと言いますと、コーヒー農園があります。コーヒー農園でコーヒー

をつくって、日本に売ってくるという話でありますが、コーヒーの木というものは日陰

で育つということだそうです。日陰で育つということは、上に、周りに木が必要である

と。コーヒーが売れるということは、周りに木を植えて、そうして畑を増やしていくと

いうふうなことになるということで、日本人がコーヒーを飲むと、コーヒー農園の人が

一生懸命働いて、木を増やして、環境にいい意味で与えると。 

   それから、コーヒー農園というのは特殊なところだそうでして、生物の絶滅危惧種に

当たるものが、これどういう意味かわかりませんが、コーヒー農園にパナマの２７９種

の絶滅危惧種の約３０％が生きているというような、これちょっと意味がよくわかりま

せんが、文章をそのまま私が写してきた言葉を読ませていただきましたが、そういうふ

うにコーヒー農園、たったコーヒー農園、毎日、私どもが飲んでいるコーヒー、食事、

こういうものがやっぱり生物に与える影響がかなりあるということでございますが、こ

ういうふうな生物多様性に関して、ことし１０月に名古屋で会議が開催されると。 

   いろいろ県も名古屋市もいろいろな取り組み、ほかの自治体もいろいろなことをやっ

ているわけでございますが、今度の１０月の開催の意義に関しての本町のコメントがあ



- 38 - 

りましたら、まずとりあえず示していただきたいと思います。よろしく。 

○議長（鈴木三津男君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（松本和雄君） 今回開催されますＣＯＰ１０「生物多様性条約第１０回締

約国会議」でございますが、今、議員の言われましたように、１０月１１日から２９日

までの約３週間にわたってでございますが、愛知県名古屋で開催される予定であること

は、今おっしゃられたとおりでございます。 

   これに関連しまして、愛知県が昨年３月に策定いたしました「あいち自然環境保全戦

略」、またこの戦略については、生物多様性をはぐくむ地域づくりを通じて、人と自然

が共生する社会の実現を目指すということで、平成３７年を目標期間として推進されて

おるところでございます。 

   総論的ではございますが、幸田町といたしましても、このような環境をテーマとする

国際会議が身近で開催されることを契機といたしまして、これと関連する県の自然環境

保全戦略だとか、地球温暖化への取り組みなどとも連携いたしまして、町民の方の自然

環境に対します意識の醸成について啓発をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（鈴木三津男君） ２番、大嶽君。 

○２番（大嶽 弘君） ただいまの回答で、町民の意識醸成に努めていくというお話がござ

いました。 

   この意識醸成についてのあり方については、また後で若干触れさせていただきたいと

思いますが、この「あいち自然環境保全戦略」の項をホームページの資料等で見ますと、

愛知県の生態系ネットワーク図というのがございます。「あいち里山ネットワーク軸」

というふうに書かれておりますが、これは小牧の方からずっと出発しまして、豊田を経

由して、岡崎を経由して、幸田町の方に来るということでございますが、地図上でいき

ますと、幸田町は西三河南部コアエリアと、こういうふうに書いてありましたが、そこ

に属するのではないかなというふうに考えております。 

   この辺を生態系ネットワークによる生き物の調査とか、このあたりの県から町に対し

てどのような調査なり、行動とか、そういうものが実施されていくのか、どういう位置

づけに幸田町がなっているのかということがわかれば示していただきたいというふうに

思います。 

   それから、２月５日の中日新聞でございましたが、西三河版に、岡崎市では、ギフチ

ョウに保護規制をするということで、希少野生動物種の１号に岡崎市が指定したという

記事が大きく載っておりました。 

   こういうふうな特殊な記事を読みますと、町民や市民からの目線で見ると、やはりう

ちの地区、うちの町はちょっとほかとは違う個性的なものがあって、ここに住んでよか

ったとか、愛着を感じるとか、生き物を大事にしようとか、そういうことが生まれてく

ると思いますが、今までは判明している点で、幸田町の生き物として、植物で何種類と

か、生き物としてどれぐらいあるのかとか、絶滅危惧種として心配しているものがどの

ようなものがあるのかというような調査資料なり、示していくものがありましたら、開

示していただきたいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） 環境経済部長。 
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○環境経済部長（松本和雄君） ただいまの生態系ネットワークについては、議員の言われ

ますように、西三河南部エリアでございます。その生態系の調査につきまして、町で持

っているようなデータは、県の方へは連絡はいたしますけれども、県の方から一斉にい

ついつ調査というようなことはなかったかというふうに思います。 

   幸田町の場合、生き物の調査につきましては、文献だとか、そのほか資料調査、現地

踏査等が主なものでやっておりますが、幸田町におきまして、平成１５年に行いました

環境基本計画策定のための生態系調査のものですとか、大規模な開発行為をされる時に

環境調査をやったり、それから毎年やっております自然観察会等において確認されたも

の、それからそういう際に講師の方からいただいたデータ等を収集、記録にとどめてお

る状態でございます。 

   それから、生き物の数等でございますが、先ほど言いました１５年の現地踏査では、

動物１６９種、植物が２３１種類を確認して、最近の生態系調査を行いました１７年の

国道２３号蒲郡バイパスの生態系調査では、動物が５１５種類、植物が５１９種類とい

ったものを確認したというような結果が出ております。 

   こうした調査につきましては、一定の区域を定めて、その中で現地踏査等をして調査

した結果でございますので、全町的な調査をやって、どれだけ幸田町にあるというよう

な、そういうデータについては、残念ながら把握していないような状況でございます。 

   それから、もう１点、絶滅危惧等の関係でございますが、県が作成しております「レ

ッドデータブックあいち２００９」によりますと、県内には、動物で９,２００種類、

植物で２,７２０種類というような報告がされておりますので、全体の数については、

幸田町も海だとか山だとか、そういうような特殊なところを除いた数は、同じような状

況かなと思いますが、そのうちで絶滅危惧種等のものについては、県のレッドデータブ

ックだと、動物が５２３、植物が６５５ということでありますが、先ほど町がやった１

５年と１７年の調査の段階では、１５年の時に動物が２３種類、ミサゴだとか、ヒメタ

イコウチ、メダカ等を確認をしております。それから、１７年の調査の時には、動植物

で２０種類、ダルマガエル、カヤネズミ、イチョウウキゴケというようなものが確認さ

れたということでございます。 

○議長（鈴木三津男君） ２番、大嶽君。 

○２番（大嶽 弘君） ちょっと細かい話になってしまいましたので、よく聞き取れない面

がございましたので、また追ってお尋ねに上がりたいと思いますが、前に進んでいきま

して、今回の愛知県の取り組みに関しまして、幸田町独自で何か事業計画をしているよ

うなものがあるかどうかということですが、２２年の予算によりますと、環境衛生一般

で１５１万、鳥獣害対策で２４０万と、こういうふうな予算が載っておりますが、直接、

生態系の問題とは関係ないかは別としまして、県の戦略なりＣＯＰ１０に関して、本町

独自で事業計画をしているものがございましたら、示していただきたいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（松本和雄君） ＣＯＰ１０の開催時期に合わせまして、「愛・地球博記念

公園」、万博の跡地のところでございますが、こちらの方でイベント事業が開催されま

す。県下の各市町が出てきて、いろんな趣旨に合ったような事業展開をするわけでござ
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いますが、幸田町につきましては、町の特産であります筆柿をメーンに持っていきたい

なということで、筆柿のミツバチによる受粉の仕組み、それからそういうことに伴って

も発生する渋の判定のパネル展ですとか、筆柿に関しますゲームだとかクイズ等を楽し

んでいただけるような面も加えまして、生物多様性とのかかわり合いとＰＲしていく考

えでおります。 

   せっかくの機会でございますので、それに合わせて筆柿消費宣伝もできたらやってい

きたいなというふうに思っております。 

   それから、町独自の事業といたしましては、自然観察会を通じて地域の自然を認識し

ていただいて、これによって確認できたデータを電子データ化して、公開したり、将来

的には、町のホームページの方へ搭載して、ホームページ上でも自然観察会のような閲

覧といいますか、そういうことができるようなコーナーも設けていきたいなというふう

に思っております。 

   これに要します経費につきましては、ちょっと蛇足になるかもしれませんが、「あい

ち森と緑づくり税」を活用した環境活動等推進事業交付金だとか、市町村振興協会の交

付金を充てていきたいというふうに思っております。 

   それから、２１年度から事業化されました私有林の土地を間伐や枝打ちを行う里山健

全化整備事業というのもございますが、引き続きその補助金を得て実施してまいりたい

というふうに考えております。 

○議長（鈴木三津男君） ２番、大嶽君。 

○２番（大嶽 弘君） 今の自然観察会の話でございますが、今度の幸田の広報にも参加者

募集の記事がありますが、これは幸田町主催の記事ではないわけですが、幸田町独自で、

幸田町の人が気軽に行ける近くのやつがございましたら、また広報等で案内していただ

ければというふうに思っております。 

   それから、今、ちょうど話が出てまいりましたが、「あいち森と緑づくり税」の話で

ございますが、このあたりは県の施策として、里山保全の支援とか、土地区画の植樹事

業とか、学校のビオトープとか、そういう私有地の公有化、いろんなものが載っており

ますが、この戦略の中を見ていきますと、例えば「奥山生態系の保全・再生」というこ

とでは、やっぱり森林の保全とか整備とか担い手とかというものがかなりウエートを持

って記載されております。 

   最近、身近な話として、ちょっと話がずれますが、昨年、台風が来た時に、地元の神

社の大きな木が倒れましたり、てっぺんの木が下へ落ちそうになってきたというような

ことがよく出てまいりますが、じゃああれどうして片づけるのと言った時に、普通の人

ではもう手が出せないわけでございます。 

   やっぱり山になれた人、木になれた人、やっぱり技術を持った人は、そういうことが

できるわけですが、安全・安心と言って、子供たちがいつも神社の境内で遊んでおるわ

けですが、いつ木が上から落ちてくるかわからない。じゃあ、どうしてこれを整備して

いくのと言った時に、やっぱりそういう職人的な人、木になれた人というものは、幸田

町にはそんな輸出するような材木はないから、要らないよと。それはそういう論法でご

ざいますが、例えば額田とか、そういう新城とかに行けば、やっぱり必要な人があるわ
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けで、そういうところの連携とか教育とか、幸田町でも、そういうところへ働きに出る

人もあるかもわかりませんが、こういう県全体の事業計画、また町はそこまでは踏み込

めないと思うんですが、国・県としてそういう山林とか林業の担い手確保とか、そうい

うようなものの展望というものを、情報がございましたら、示していただければと思い

ます。 

○議長（鈴木三津男君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（松本和雄君） まず、自然観察会の関係でございますが、町で行うものに

ついては、今までも情報提供させていただいておりますが、なかなか参加者が少ないと

いうことで、より一層工夫をしてお知らせをしていくようにいたします。 

   それから、林業の担い手の関係かと思いますが、町内の林業関係については、シイタ

ケ栽培のみでございまして、業として山林保存をされてみえる方ももうないということ

で、山林の保全については、各その山の所有者の方に依存している状態でございまして、

林業振興事業といたしましても、造林補助やチェーンソーの作業講習などは行って、山

林保全のためのサポート等はしておるところでございますが、何にしても担い手育成に

までは至っていない状態でございます。 

   今後も、担い手の育成ということになりますと、なかなか困難なものがあるかとは思

われますけれども、山林の保全対策については、国・県の補助等を受けて事業実施して

まいりたいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） ２番、大嶽君。 

○２番（大嶽 弘君） 環境問題にちょっと入ってきたんですが、ここで若干話が、えっと

言うかもわかりませんが、文化公園の話でございます。 

   今回の広報にも、一番最終ページに立派なＰＲの裏表紙になっておりますが、今のこ

の「しだれ桜まつり」については、町内外を問わず、相当人気が上がってまいりました。

ＪＲの駅を昨年も乗り継いでおりますと、駅に相当大きなポスターが張られておりまし

た。かなり興味深く世間も注目しておりまして、さわやかウオーキングもあそこに入っ

てきているというふうな面がございます。 

   あそこの施設は、都市公園ということなんですが、町外も含めて、テレビ等、いろい

ろな報道されている場所でございますが、あそこの中に入ってみますと、表向きはいろ

いろな問題がありますけれども、裏へ入っても、全部がいいかどうかというのはいろい

ろ疑問を持つ人がございます。 

   ちょうど２３号から車で走っておりますと、桜公園がちょうど裏から丸見えの状況に

なっておりまして、そういう意味で、地元の人たちがもう少し桜をきれいに見れるよう

にということで、樹木の伐採を始めたかとは思いますが、樹木伐採というのは、またほ

かの木を生かすという面で、必ずしも木を切ることが悪いということではなくて、また

生かすという面では大事な話になってきておると考えますが、あそこのごく最近も回り

ましたが、木を切られまして、歩いてみますと、まだ急斜面があったり、歩きにくい場

所がかなりあります。歩道のような格好をしているけれども、雨が降ると滑ったり、危

険な箇所もあります。 

   せっかく遠くから観光見物に来て、楽しみにして来て、具体的に言いますと、西側の
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子ども遊園地がありますが、遊園地の方からぐるっと回って上へ上がってみようかなと

いった時に、かなり抵抗がございまして、そういう意味では、気持ちよく桜を見て快適

に帰っていくのに、泥んこの中で転んで、きれいな着物を汚しても、これはまた気持ち

のいい桜見物にはならないわけでありまして、そういう意味も含めまして、もう少し何

とかした方がいいんじゃないのという声がございます。まずは、あそこの歩道の計画の

展望等がございましたら示していただきたいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） 建設部長。 

○建設部長（鍋田堅次郎君） 枝垂桜の公園、４月１日から１５日間、お祭りがありますけ

れども、議員のお話のとおり、県内外から１０万人の方が訪れて、枝垂桜の名園と、今

日、保存会の会長さんもお見えになりますけれども、地域の皆さんのおかげで、そうい

うふうになっています。 

   たまたま、今、弘法山の山の方の階段やらスロープのお話ですけれども、私自身、三

つのコースでご案内しながら、レギュラーコースをやっぱり、着物で来て転んで困るよ

うな人は、あんな山へ上がっちゃいかん。大体、あれをきちっと整備せよということは、

全く自然破壊で、むしろ現況の地形破壊になって、きちっと階段をするというのも一つ

の方策だと思いますが、全体を眺めていく中では、きちっと見学コースは、それぞれ車

いすの人も、デイサービスの車もたくさん見えて、大変感謝されてお帰りになります。

転んじゃった人は、運が悪いぐらいの気持ちということも大きな声では言えませんが、

実際は裏山やなんかへ入り込むというのはやっぱり危険だと、こういうことを思います

ので、今すぐ荻谷小学校の子供たちが「滑りやすいので、気をつけてください」と、

「足もとに注意してください」と、こういったポスターも子供たちがつくってくれてお

りますので、そういった点、やっぱり来園者に望まれるコースだとか、ちょっと危険だ

ということをご案内しながら、現在の形で楽しんでいただきたいなと、こんな思いでお

ります。 

○議長（鈴木三津男君） ２番、大嶽君。 

○２番（大嶽 弘君） 負け惜しみの話になるかもわかりませんが、自然破壊と裏山は自業

自得と、こういう話でございましたが、それはいろいろ個人の思いとか、主義主張はい

ろいろあるかと思うんですが、一般的には、そうではなくて、何とかした方がいいんじ

ゃないのという意見があるということはご理解いただきたいというふうに感じておりま

すので、よろしく。 

   それから、ＣＯＰ１０に関しましては、これは１月でしたか、広報で豆知識としてシ

リーズで搭載をしていただいております。ちょっと難しい説明もあるわけですが、こう

いうことで啓蒙していくということも大事な面はあるんですが、なかなか全体のたくさ

んの中の１行にぽっと目線というのがならびにいかない面がございますが、それでも参

考になって、皆さんがことしは見ていくということは承知をしております。 

   それから、三河ネットワークなんかでも、先ほどの自然観察会とか野鳥の調査とかと

いうものも放映をされておりまして、町の放映があると楽しみに私も見ておりますが、

これからのそういう展開としまして、役場としてどう啓蒙するのか、学校とか家庭に対

してはどういうふうかとか、そういう個別に、学校ではどういうふうな格好でするとか、
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そういうような会社・事業者の取り組みとか、そのようなことをしたらどうでしょうか

と、こういうことでやったらどうでしょうかという提案もした方がいいかなとは思うん

ですが、その点はいかがでございましょうか。 

○議長（鈴木三津男君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（松本和雄君） 環境にかかわる問題については、いろいろ各方面、学校・

役場、それから事業所・地域、それぞれでやっていただいておりますので、そういう状

況も加味しまして、皆さん一緒に働きかけていくということで、いろんな機会を設けて、

啓発といいますか、お願いをしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（鈴木三津男君） 教育部長。 

○教育部長（牧野良司君） ＣＯＰ１０に関連しまして、現在、各学校が推進しております

事業でありますが、幸田町の各学校は、愛知県の教育委員会が推進しております「あい

ちグリーンウェイブ運動」を全小・中学校で活動を進めております。 

   具体的に申しますと、平成２０年度より各すべての小・中学校におきまして、ドング

リの種子を採取して、育苗に取り組んでおるところであります。 

   また、それと同時にドングリを植樹するということで、ことしの５月２１日の日に植

樹をするという形で取り組んでおりまして、その植樹する意味や意義などを子供たちに

伝えるとともに、生物多様性のかかわる環境学習についても、各学級・学年・委員会等

で活動を取り組んでおります。 

   また、ＣＯＰ１０とは直接関連ではないですけれども、以前からも地域の方々と里山

保全に取り組んだり、ビオトープをつくったり、学校でのみんなの森などをつくって、

環境教育ということで以前からもやっておりますが、今回のＣＯＰ１０に関しましては、

「あいちグリーンウェイブ運動」という形で取り組んでおります。 

○議長（鈴木三津男君） 建設部長。 

○建設部長（鍋田堅次郎君） 貴重なご意見をいただきまして、来園された方に不快な思い

がないように、最善の努力をして関係者と事に当たってまいりたいと、貴重なご意見、

ありがとうございました。 

○議長（鈴木三津男君） ２番、大嶽君。 

○２番（大嶽 弘君） 部長さんの前向きな発言、ありがとうございました。 

   お礼を言うべきではないかもわかりませんが、やはりお互いにわかり合って進んでい

ければというふうに思いますが、この項の最後に、いろいろな材料とか、生態系に関す

る材料なんかは、以前からの積み重ねのものもあるとは思いますが、全部パーフェクト

に網羅できなくてもいいとは思いますが、そういう生態系に関する教材になるものが、

幸田町に親しみを持てるような、そういうものについて、教材とか、中途半端な、いつ

まで時点でも結構でございますが、そういうような教材になるようなパンフレットを数

ページでも結構でございますが、そういうものをそろえて、図書館とか学校に配ったり、

役場の玄関口に置いたりして、そしてこういう会議を契機として啓蒙とかＰＲをするこ

とについてはどうかということの提案でございますが、いかがでございましょう。 

○議長（鈴木三津男君） 環境経済部長。 
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○環境経済部長（松本和雄君） 現段階では、先ほどちょっと申し上げましたように、既存

の動植物のデータを電子データ化したり、それからホームページの活用によって、幸田

町にある多様な動植物を通して、幸田町の自然を感じ、それから幸田町に少しでも愛着

を持っていただけるような取り組みを推進していきたいというふうに思っております。

自然観察会等のことも含めて、推進してまいりたいと思います。 

   資料については、以前は役場の玄関入ったところに動植物の関係、若干、有志の方、

その道に詳しい方がつくっていただいたような資料があったわけでございますが、そう

いうものも含めまして、教材用のパンフレットということになりますと、教育現場初め

いろんな多目的な場で活用もされるかとは思いますけれども、まだその作成については

検討課題とさせていただきたいというふうに思います。 

○議長（鈴木三津男君） ２番、大嶽君。 

○２番（大嶽 弘君） 次に、住宅政策の関係について移していきます。 

   平成２２年の政府予算決定の新聞記事が１２月２６日の朝刊に出ておりました。その

中で、暮らしの予算の欄に、高齢者向け住居（食事サービス、介護関連附帯）賃貸住宅

の整備支援創設という記事が載っておりました。これはどのようなものか、情報があれ

ば示していただきたいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） 建設部長。 

○建設部長（鍋田堅次郎君） １２月２６日に９２.３兆円が決まった折に、そういった国

民の暮らしがどうなるということで、高齢化社会が進む中で、住宅政策では、高齢社会

については６０歳以上の単身、あるいは夫婦、そういった福祉施策と多少違うわけです

が、そういった人へ、手すりだとか、広い廊下だとか、あるいはバリアフリー、緊急対

応のサービスが受けれるような電話とか、そういった施設を整えた賃貸住宅を、これは

民間がやっても、市町村がやっても、あるいは機構がやっても、いろんなところへ、そ

ういったものに対して広く補助をしていこうと。 

   それについては、個々の建物の中の共通部分、６個以上の建物において共通スペース

やなんかについて、あるいは幅を広げるところについて助成をして、高齢社会の賃貸住

宅を少しでも支援して、民間がやっても、公共団体がやっても、そういったいわゆる住

宅難を高齢者向けの政策として政府が打ち出して、私たちとしてもそういったことにつ

いては情報として十分承知をしております。 

○議長（鈴木三津男君） ２番、大嶽君。 

○２番（大嶽 弘君） ちょっと話を進めてまいりますが、ことしに入りまして、新聞記事

によると、無料低額宿泊所に関する脱税事件とか守秘義務違反などが新聞でにぎわって

きておりました。 

   この無料低額宿泊所というものは、愛知県で幾つぐらいあるのかということ、それか

らこのあたりでは、岡崎市のほかにどこにあるのかということ、それから幸田町の人が

窓口相談があって、岡崎にこういう施設があるから、そちらへどうぞいうような案内事

例とか、そういうふうなものがあるのかということ、それからそういう住宅に困ってい

る人の相談体制、窓口の状況はどうかということについて、お尋ねをします。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（音部年秀君） まず、無料低額宿泊所につきましては、愛知県下では全部

で２４カ所ありまして、名古屋市で１４、岡崎市で２カ所、そのほか豊橋、一宮などで

あります。幸田町には、皆さんご案内のように、ありません。 

   幸田町としまして、その無料低額宿泊所が、例えば岡崎にありますから、相談を受け

た時に、どうぞそちらへどうですかというようなあっせんなどについては、私どもは一

切してはおりません。 

   それから、住宅に困っている人の相談ですけれども、住宅だけでの相談というのはあ

まりないわけですけれども、生活保護を受けたいと、その時にアパート関係も含めてと

いうようなお話が確かにあります。そういう場合につきましては、非常に安い町内にあ

りますアパートを紹介をするということはありますけれども、それはあくまでも本人と

家主さんとの契約ということでやっていただいて、そして必要であれば、それに生活保

護対象として扱っていくというようなことにはなっております。 

○議長（鈴木三津男君） ２番、大嶽君。 

○２番（大嶽 弘君） 高齢者時代ということで、「幸田すこやか長寿プラン２１」、これ

の資料提供がありまして、それによりますと、６５歳以上の、今後の話で、２１年では

６,２１７人、２６年の予想が７,６４１人というふうな統計資料になっておりました。 

   それから、２１年版の政府発表の「高齢社会白書」によりますと、ひとり暮らしとか

高齢の夫婦の世帯数というのが、１７年８５１万世帯ですが、４２年になりますと、試

算で１,２８５万世帯、５割以上増加が試算されているということでございます。 

   こういう点から見ていきまして、幸田町の人口比率の問題で、政府発表に類似した将

来の夫婦の世帯とか、ひとり暮らしになるであろうというような同居状況とか、そのよ

うな若い世代と区分したような、そういうふうな調査というものが幸田町でされている

のかどうか、されていたらどんなような方向づけかというものを示していただきたいと

思います。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） まず、高齢化率につきましては、ご案内のように１６.

８％、これは現在なわけです、６５歳以上の人数であるわけですけれども。住民票上の

ひとり暮らしの高齢者世帯というのは、現在、７２０人いらっしゃいまして、それから

高齢者のお二人、３人のケースもあると思いますけれども、そういう高齢者だけでの暮

らしておられる方々は６８９世帯、合計で約１,４００件があるわけですが、これはし

かし非常に微妙な問題がありまして、住民票上は別世帯になっているけれども、実は息

子夫婦と同居しておるというのも、結構実態としてはあるわけであります。ですから、

これはあまり正確な数字ということにはならないわけですが、平成１７年の国勢調査の

結果が、先ほど言われました「幸田すこやか長寿プラン２１」、この中にも載っておる

わけです。 

   この平成１７年の国勢調査は、実態に合わせた調査でありまして、ここの数字は、ひ

とり暮らしが２８９人、高齢者のみ世帯が４６５人、合計で７５４人、全部で６.５％

ということであります。 

   それから、若い人との同居の世帯数も、同じくこの国勢調査の結果で出ておりまして、
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世帯数としますと、２,６５６世帯、２２.８％と、こういうふうな結果が出ておるわけ

であります。 

   幸田町は、国の将来推計などについてはどうかということですけれども、幸田町とし

てはそういう推計値は持ってはおりません。 

○議長（鈴木三津男君） ２番、大嶽君。 

○２番（大嶽 弘君） あくまでも、推計の話でございまして、そのようになっていくかど

うかは別としまして、そういうこともいろいろ視野に入れて、町営住宅はどうするかと

いうようなことも考えていくべきではないのかなということでございますが、現在、町

営住宅の入居希望をしているけれども、今いっぱいだよというような状況があるのかど

うか。それから、これからの町営住宅の増築とか、そういうような計画・展望等があり

ましたら、説明をしていただきたいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） 建設部長。 

○建設部長（鍋田堅次郎君） 町営住宅の待機というんですか、そういった制度は持ってお

りませんで、空き家ができた時に広報を通じて、ホームページを通じて、募集をかけま

す。 

   近年、この３年間のデータを少しご紹介しますと、平成１９年が応募戸数が９戸に対

して２２戸の申し込み、それから２０年も９戸に対して２４戸の申し込み、２１年が５

戸に対して３５戸の申し込みと、２１年では１戸当たりに対して７人の方が申し込みを

されていると。待機制度は持っておりませんので、その都度、２２年で空き家が発生し

たら、それで募集をかけて、その都度の応募から抽せんで、入居手続をとられない方が

たまにあるもんですから、その時の補欠だけは制度としては設けますけれども、待機制

度はありませんので、よろしくお願いします。 

   それから、高齢化社会、現実にそういう社会になっていくわけですが、町営住宅につ

いて、総合計画でも新たな町営住宅についての建設は実はうたっておりません。ただ、

高齢化社会に向けてのシルバーハウジングや民間住宅での活用、そういったようなこと

は総合計画の中でもうたっておりますが、今すぐ増築をするといった考えについては持

っておりませんので、よろしくお願いします。 

○議長（鈴木三津男君） ２番、大嶽君。 

○２番（大嶽 弘君） 当面は、幸田町の人はみんな裕福だから大丈夫だと、こういうふう

には思うんでございますが、将来、こういう経済もいろいろぐるぐるぐるぐる変転目ま

ぐるしい時でございまして、いつどういうふうな会社の状況が変わるかわからない、自

分の家族がどうなるかわからない、高齢者は必ず増えていくということでありますので、

当面、今どうするということではございませんが、そういう人口動態とか、そういう将

来性を見たような総合計画の中を視野に入れて計画を立てていくと、住んでよかった、

幸田町に来てよかったというふうな、そういう住まいがなくて、安心・安全なんていう

ことは言えないわけでございます。国民年金だけで生活しようと思ったって、とてもじ

ゃないができないわけです。一般の民間住宅に入って８万円、９万円の家賃では、もう

食べるものがない状況になってしまうわけでございます。 

   そういう点では、町としてそういう先をにらんで、建物までつくる必要はないかと思
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うんですが、あそこの用地を確保していくようなことを視野に入れるとか、そういうよ

うな展望があると安心ができるかなというふうなことを感じますが、最後に、いつも協

働とか、支出、財政の問題も出てまいりますが、住宅にしましてもいろんな問題がある

わけだと思いますが、民間住宅、民間の人とタイアップをして、そういう高齢者対策を

していくような問題点があるのか、そういうものを検討していくものがあるのかという

ことをお尋ねをいたします。 

   それから、本音は、そういう年を食った人、アパートに住んでいる人の意識調査とい

うか、皆さんの意識はどうだろうという、住民意識調査の中にはこういうものは入って

いないわけでありますが、機会をとらえてそういう人たちの意識も吸収しながらやって

いただきたいというふうに考えております。 

   以上であります。 

○議長（鈴木三津男君） 建設部長。 

○建設部長（鍋田堅次郎君） 町営住宅については、先ほどお話しした。民間住宅の借り上

げ制度は、実は政府も盛んに言っておりますが、なかなか進まないんですが、制度その

ものは民間が建てた、いわゆる賃貸住宅を市町村がそれを一括借り上げて、公営住宅と。

公営住宅でいきますと、公営住宅法に基づいて家賃が定まるもんですから、市場価格と

の差額が出ると。それについての差額を政府が補償しながら、いわゆる民間住宅を公営

住宅化していくと、こういった制度にありまして、私どもも総合計画で言っているのは、

シルバーハウジングやなんかについても、今、ちょうど幸田町で言うと、ニシオさんが

つくられたのが、ああいったのが対応されるわけですけれども、なかなか入居価格が高

いもんですから、民間ですと、全部埋まってこないと。そういった時に、差額を国の補

助を受けて公営住宅の家賃保証で経営していくと。こういったシステムについては、総

合計画の中でも、シルバーハウジングの民間活用、そういったことを高齢化社会に向け

て住宅政策の一環として積極的に取り組んでいると。そういった意味合いでは、いろん

な形で国の制度はありますので、十分研究をして活用していきたいと、かように思って

おります。 

   高齢者の住宅に対する意識調査につきましては、企画政策の住民意向調査の中の項目

の中で、いわゆる住宅政策の部門を拡大して検討をしていきたいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） ２番、大嶽 弘君の質問は終わりました。 

   ここで、１０分間の休憩といたします。 

休憩 午後 １時５２分 

─────────────── 

再開 午後 ２時０２分 

○議長（鈴木三津男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、４番、水野千代子君の質問を許します。 

   ４番、水野千代子君。 

○４番（水野千代子君） 議長のお許しをいただき、通告順に質問してまいります。 

   まず、大きな１番といたしまして、高齢者支援についてであります。 

   今、日本は、世界に類を見ないスピードで超高齢社会に突入をしております。１５年
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後の２０２５年には、６５歳以上の高齢者人口が３,６００万人を超え、高齢化率は３

０％、３人に１人が６５歳以上になると予測をされております。 

   だれもが長寿を喜び、安心して老後を暮らせる社会を目指すため、公明党は、全国の

３,０００人を超す議員が、昨年１１月から１２月にかけ、深刻化する介護問題の実態

調査をするため、介護の総点検運動を実施しました。調査結果から、さまざまな問題点

が明らかになりました。 

   介護保険制度の見直しに合わせ、現在行われております通常国会で、介護施設の待機

者解消や在宅介護の支援強化、抜本的な介護基盤整備などを柱とする具体的な提案をし

たところでございます。 

   超高齢化の時代を迎えるに当たり、老老介護、介護難民など多くの課題が山積し、今

まで以上に介護施設の重要性は増してきます。 

   また、住みなれた地域で暮らし続けられるよう、施設や在宅介護を自由に選択できる

サービスの拡充が求められてまいります。 

   まず、本町の高齢化率の推移と国・県との比較、また介護が必要となった要因につい

てお聞かせください。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） まず、高齢化率ですけれども、平成１９年の１０月１日現

在では、１５.７％であったわけであります。平成２１年の４月１日では１６.３％、そ

して現在は１６.８％ということになってきておりまして、愛知県は、同じ時期の調査

での数値は、平成１９年の１０月１日１８.６％で、幸田町よりも約３％ぐらい高い。

同じ時期に、国の数字もありまして、２１.５％、愛知県よりまたさらに３％高い、幸

田町からいくと約６％高いという数値であります。 

   それから、推計値などにつきましては、愛知県は平成４７年、国は平成２７年と平成

４７年というふうに分かれておりまして、幸田町の推計値は２６年で１８.９％という

数値でありまして、県と国とかではちょっと推計の時期が合わないもんですから、あま

り参考にならないということであります。 

   それから、介護が必要となった要因のことですけれども、これは高齢による体力の低

下というのが２０％、それから腰痛や関節痛ということで、これが約１８％、それから

脳出血・脳梗塞などで１１％というようなものが、主な介護認定された人たちの実態で

あります。 

○議長（鈴木三津男君） ４番、水野君。 

○４番（水野千代子君） まず高齢化率は、本町は国や県よりも上昇が緩やかでございます

し、また今後は確実に高齢者が増えてまいりますし、要介護認定者も増加してくるんで

はないかなというふうに予想されるところでございます。 

   また、要因につきましては、今、部長が言われたように、まず第１は、「高齢者の体

力低下」がまず１番ということで、約２０％、それから「腰痛・関節痛」が第２位で１

８％、また「脳出血・脳梗塞」が１１％ということで今お聞きをいたしましたが、それ

では認知症による要介護になった方は少ないということで理解してもいいのかどうかと

いうこともお伺いをしたいというふうに思います。 
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   これで見るところで見ますと、本町の場合は、比較的若い、また元気のある町ではな

いかなというふうに推測をされるわけでございます。 

   しかしながら、介護が必要となった時には、介護するには多くの人の協力も必要でご

ざいます。手助けしてくれる人がいるところはよいですが、施設にお世話にならなくて

はならない人もおります。全国的には、各それぞれの施設の入所待機者が数年待ちとい

うふうに言われておりますが、本町の介護施設への入所待機者は何人ぐらいいらっしゃ

るのか。特別養護老人ホーム、またグループホームなどについて、できれば実数でわか

りましたらお答えを願いたいというふうに思います。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） 認知症ですけれども、３.４％であります。 

   それから、２２年の１月末時点での町内の特別養護老人ホーム２カ所への待機者の合

計は、３１６名であります。 

   それから、グループホームが１カ所ありますけれども、ここは待機者はありません。 

○議長（鈴木三津男君） ４番、水野君。 

○４番（水野千代子君） 今、特別養護老人ホーム等は２カ所で待機者が３１６名というこ

とでございますが、これは実数でよろしいのでしょうか。申し込みの件数というふうで

理解してもいいのかというふうに思いますが、お答えを願いたいというふうに思います。 

   それから、グループホームは待機者がゼロということでお伺いをいたしました。それ

ぞれこれが実数かどうかというのはわかりませんが、やはり待機者を本町としてどのよ

うになくしていくのかということも、待機者の解消に向けての計画が本町としてあられ

るようでしたら、お聞かせを願いたいというふうに思います。 

   それから、あと介護保険の申請から認定までどのぐらいの期間があるのかというのを

お伺いをしたいというふうに思います。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） まず、３１６人は、これは実数ではありません。それぞれ

の施設への申し込みの人数ということでありまして、ダブって申し込みをされていらっ

しゃる方もありますし、それから一応申し込みはするけれども、まだ本当のところは入

るつもりはないと、多分もう少し悪くなっていくだろうから、その時のために予約をし

ておくという方も結構いらっしゃいます。それから、病院に入院されている方もいらっ

しゃいますので、実際には相当の数が僕は減るというふうに考えてはおります。 

   それから、この待機者の解消するための計画ということでありますけれども、現在の

ところ、特別養護老人ホーム、この幸田の小さな町でも２カ所持っております。定数が

１７０人あるわけでありますけれども、それから認知症のグループホームですけれども、

これが１８人、それから介護専用の有料老人ホームが２７人というようなことから見ま

しても、非常にやっぱり施設としては充実しておるというようなことがありますので、

今、私どもが施設をさらにつくっていくとか、あるいは増築をしていくというようなこ

とも、私たちは今考えてはおりません。 

   それから、介護認定を受けてから実際に介護サービスが受けられる間の期間が非常に

長いということを言われるというふうに思うわけですけれども、まず本人や家族が介護
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認定を受けるための申請をしていただかなければならないわけですね。その申請をする

と、役場の調査員がその家庭を訪問して、受けたい人の実態を調査をします。そして、

調査をして、同時に主治医の意見書という、お医者さんの意見書が必要なわけで、それ

についても役場が意見書を出してくださいということで、その主治医の方に私の方から

手紙を出して、そして主治医の意見書を送ってもらいます。それから、介護認定審査会

というものにかけまして、そしてこの人の要介護度がどれぐらいかということの判定を

する、その介護認定審査会というのを毎週１回開催しておるわけですけれども、結果と

しては、大体１カ月ぐらいかかってしまうということになります。 

   主治医の意見書などが提出されるのが遅い場合については、督促をして早く出してい

ただくというようなことも事実ありますし、ただ介護認定をされれば、その認定の中身

は申請日にさかのぼって適用されるということでありますということで、そのような形

で、もう明らかに認定を受けられるということがはっきりしておれば、サービスを早く

から体制を整える、ケアマネジャーのケアプランを立てるとか、そういうようないろん

なサービスを計画的にやっていくということが可能だというふうに思います。 

○議長（鈴木三津男君） ４番、水野君。 

○４番（水野千代子君） 介護申請から認定の結果を受けてサービスが利用できるまでの期

間が１カ月ぐらいかかるということで、やはり皆さんの方から、その期間があまりにも

長過ぎて、できればすぐ申請を使わせていただきたいと、そういうご意見もたくさんご

ざいます。 

   調査員が行かれて、その項目を書いて、主治医に持っていって、主治医からまた送っ

ていただいてという、そういうやっぱり１カ月ぐらいかかる。さかのぼってはできます

ということを、部長、今言われたわけでございますが、それでは調査員が行かれた時に、

明らかにこの方はサービスが利用できるという方がもしわかったのであるならば、そこ

できちんとした書類が整わなくても、仮認定という形で、認定審査会の結果を得る前に

サービス利用ができないかということでございますが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） 原則的には利用はできません。あくまでも、認定がされな

ければだめだということでありますけれども、先ほど言いましたように、いろんな、例

えばサービスを受けるための準備が必要なわけです。すぐに今、介護認定を受けて、申

請をして、そして明日から例えばデイサービスに行く、あるいはヘルパーに来てもらう、

あるいはどこかの施設に入所するということは、とてもこれは無理な話でありまして、

そのためにはケアマネジャーのケアプランというものをつくらなければならないわけで

すし、そういうことを明らかにこれは認定が受けられるなということを調査員が見て、

そういうことであるならば、ケアプランを立てるとか、そういう準備作業をやっていた

だくことは、これはいいだろうというふうに思うわけです。 

   だけれども、認定が幾つになるかわからないのにどんどんサービスを受けていくとい

うことは、ちょっとこれは難しいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） ４番、水野君。 

○４番（水野千代子君） できればサービスをしたい方は、先ほど要介護の順番ですね、高
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齢者による体力の低下が１番で、２番が腰痛・関節痛、やっぱりこの辺の腰痛・関節痛

で要介護が必要だという方たちは、本当にすぐ必要なわけなんですね。今痛いから、で

きれば早くという、そういう要望の声がたくさんございますので、確かに部長が言われ

るように、準備も必要ですし、ケアプランもきちんと立てて、ケアプランによって、回

数だとか、利用の形が変わってくるわけですので、それは十分理解はできますが、すぐ

やはり必要な方に対しては、できるだけ短期間でそういう認定が受けられるような、や

っぱりこういうものも今後は必要ではないかなというふうに思いますので、その辺もお

考えを願いたいというふうに思います。 

   それから、在宅介護のサービスでございます。 

   今、一番考えなければならない問題というのは、老老介護の問題が今一番重要視され

ている一つではないかなというふうに思います。６５歳以上の高齢者の方が高齢者を介

護するという老老介護でございます。 

   介護する側も加齢になり、肉体的・精神的な疲労などを重ねて、共倒れてしまう。高

齢者介護をめぐる家族や親族間での殺人とか心中など、介護をしている側も加害者、ま

た被害者となってしまいます。 

   調査によりますと、加害者の４分３が男性と言われ、これは相談するところがわから

ずに、すべて夫や息子さんが背負うというケースが多く見られるからでございます。こ

れは、心理的な孤独だとか経済的な困窮など、幾つかの典型的な要因が重なるというふ

うに言われております。 

   介護は家族の負担が重く、このような事件を起こさないように、在宅サービスの充実

や、気楽に相談できる体制や、個々に合った支援が必要であるというふうに思います。

本町ではどのような体制で取り組んでおられるのかをお聞かせ願いたいと思います。 

   体制にはそれぞれあるかというふうに思いますが、相談体制、また家族体制、また地

域の体制、それぞれ現況をお聞かせ願いたいというふうに思います。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） 認定を早くうけられるようにするためには、やっぱり調査

員がとりあえずお伺いしていろいろ調査をしますので、その時にもいろいろお話をして

もらえれば、あるいは主治医の意見書についても早く対応ができると、あるいは本人か

らも主治医に対して連絡してもらって、早く出してくださいと、そんなようなこともい

ろいろやっていただきながら、早く認定審査会にかけるようにすれば、多少は短縮でき

る、１週間早まるということもできると思いますので、そんなような形で進めていきた

いというふうに思います。 

   それから、老老介護の問題で、この平成１２年の介護保険制度が始まりましてから、

全国で４００件の老老介護による心中事件があったということが言われておるわけです

けれども、なかなか確かに大変でありまして、つい最近でも西尾市でそういう事件がま

た生まれましたし、なかなか大変なことだというふうに私たちも心配をしておるわけで

す。 

   私たちとしますと、民生委員さんによる見守り訪問、老老介護だけじゃなくて、高齢

者のみ世帯、１人で暮らすところも含めましてですけれども、民生委員さんの見守りの
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訪問とか、あるいは在宅介護支援センターが一人一人のお年寄り調査というのを毎年１

回はとにかく行って調査をするとか、あるいはふれあい給食サービスで安否確認をする、

お弁当を持っていって安否確認をするというようなこと、それから老人クラブの皆さん

方による友愛訪問というものも行っていただきまして、これは今、全町では２９人、老

人クラブの自主的な活動として行ってもらっておるわけですけれども、それから相談体

制ですけれども、社会福祉協議会の地域包括支援センターもそういう相談の窓口を持っ

ておりますし、あるいはもちろん私どもの町の福祉課でもいろんな相談にも応じており

ます。介護保険の窓口でも毎日毎日いろんなお客さんが介護についての相談にも見えて

いますし、そういうところで、私たちとしてはできる限りサービスを充実しているとい

うことであります。 

○議長（鈴木三津男君） ４番、水野君。 

○４番（水野千代子君） 在宅介護をされてみえる方たちへのさまざまな支援報告を今受け

たわけでございますが、やはり本当に女性の方が介護をされている場合は、比較的ご近

所とのおつき合い、また一つ物を頼んだりとか聞いたりするのも、比較的身軽にできる

のかなというふうに思いますが、片や男性の方が介護をされてみえるという方々は、ど

ちらかというと本当に聞くこともままならないということも、こういう事件の背景には

あるのかなというふうに思いますので、今後、さらにそういう支援の訪問をしていただ

きたいというふうに思います。 

   今、部長が言われました４００件ぐらいあられるということで、私も最近、ニュース

でこれは知ったわけでございますが、老老介護の事件で、介護をしているご主人さんが

病気で倒れられて、介護をされている奥さんが人を呼べずに、２人とも亡くなってしま

った、それも数日後に見つかったという、そういう悲しい事件もニュースで知ったわけ

でございます。 

   やはり、介護に時間をとられてしまって、家庭の中からなかなか出られないという方

もやはりいるのかなと、そしてまた社会から孤立してしまう、そういう老老介護の方も

おられるんではないかなというふうに思いますので、しっかりこれは地域で、また行政

として、またボランティアの方たちのお力をおかりして、しっかりと見守って差し上げ

ていただきたいなと思いますし、相談に見える方はいいと思うんですね、しっかりと相

談体制も、今聞きますと、社協の方も合わせてしっかりしているということでございま

すので、やはり相談に来られない方というのは絶対にあると思うんですね。やっぱり、

そういう方たちには、先ほど言われました支援体制のネットワークの方でしっかりと見

守っていただいて、さまざまな支援の提供を差し上げて、教えていっていただきたいと

いうふうに思うところでございます。 

   また、１点お伺いはしたいというふうに思いますが、緊急通報装置というのが、本町

といたしましては貸与ではありますが、事業が行われております。 

   これは、ＮＴＴの固定の電話のみ設置をされるというふうにお伺いをしているところ

でございますが、やはり住民の皆さんのニーズというのはそれぞれでございます。今後、

１社だけではなくて、緊急通報装置が要望される住民の方々に貸与できるような形を今

後考えていかれるかどうかというのをお聞かせを願いたいというふうに思います。 
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○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） 介護疲れによる、そういう事件がいろいろ起きておるわけ

でありまして、幸田町では幸いそういう事件は今までなかったわけですけれども、介護

保険サービスをそういう方々は使われていないという一つの問題があると思うんですね。

せっかく介護保険という制度があるにもかかわらず、使われていない。もう絶対そこで

お世話にならないんだという、こういうふうに頑張っておられる人も、実際、介護が必

要なのに頑張っておられるということもあるわけですけれども、できる限りこれは役場

なり、あるいはケアマネジャーとか、いろんな方々によって介護保険サービスをぜひ使

いましょうというようなことを話に行くということも必要だろうと思いますし、また地

域での日常的な見守りというものもぜひまたお願いをしたいと思うわけです。隣近所が、

やっぱり早くからそういうものに対して気づく、あるいはいろんな話し相手になってあ

げるというような、そういうことがやっぱり必要ではないかということをつくづく思い

ます。 

   それから、緊急通報装置です。これは、お年寄りがお一人で暮らしておって、もしか

の時に、ボタンを一つ押したら、そのボタンによって、今は消防署に通報が入るわけで

す。そしたら、消防署からその方の家へ行っていただいて、どういう状況かを確認をし

てもらうというようなことのシステムになっておるわけですが、これが今現在、幸田町

では２０年度末では９６件あるわけです。ただし、これはＮＴＴの回線でないと、この

サービスは受けられない、これがつけられないと、ほかのところでは一切やっておりま

せんと、こういうことになっておるわけです。 

   たまたま、私はあまり詳しくないんですけれども、最近、電話料金の支払いの方法が

ＮＴＴ以外にでももっと安くできますよと言って、ついつい乗っちゃって、そっちが安

いのかと思って切りかえちゃう方が多いわけですけれども、そうするとこの緊急通報装

置をつけたいと思った時にはつけられないということになっておるわけなんです。これ

をＮＴＴにまた戻してもらわなければならないというようなことがあるわけで、非常に

大変なことになるもんですから、ほかの例えばＫＤＤＩだとか、あるいは三河湾ネット

でもやっておるわけですけれども、こういうところにも含めて、その緊急通報装置がや

れるのかと言いますと、これは現在はできません。ですから、ＮＴＴに切りかえていた

だくしかないというようなことです。 

○議長（鈴木三津男君） ４番、水野君。 

○４番（水野千代子君） 私からも、本当に以前ですが、住民の方がおひとり暮らしで、高

齢者の方で、やはりこの緊急通報装置を貸与していただきたいというふうに申し込みを

されて、窓口へ行った時に、やはりこのことも言われました。 

   しかし、住民の皆さんのニーズというのは、それぞれ多岐にわたっているというふう

に思いますので、また今後、今言われたＫＤＤＩだとか三河ネット、それぞれ他社の回

線等もあるわけでございますので、また住民の皆さんのニーズが多くなった時には、や

はりこのことも検討としていただきたいというふうに思います。 

   それから、まずだれもが元気な高齢者となりたいというのは当たり前の考えでござい

ます。これには、認知症の予防対策がやっぱり一番大切なのかなというふうに思ってお
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ります。現在実施されております予防対策の現況をお聞かせを願いたいというふうに思

います。 

   そして、また私、以前でございますが、平成１５年の１２月の一般質問で、旧の師勝

町、現在の北名古屋市で取り組んでいる回想法事業を提案をさせていただきました。 

   これは、昔懐かしい生活用具だとか、あと遊び用具を用いて、当時の思いを回想して、

脳の活性化、また友人たちとの会話を促すという、そういう事業でございますが、これ

を提案させていただいた時に、町長からは、予防対策として町で行っているいきいきサ

ロンだとか、げんきかい等で行っていきたいという答弁があったというふうに記憶をし

ておりますが、現況はどのようになっているのかということをお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） 緊急通報装置は、ＮＴＴ以外の業者がやれないというもの

を私どもが何としてでもやるというわけにはちょっといかないもんですから、やっぱり

やるとなれば、ＮＴＴ回線にまた切りかえていただくと、こういうふうなことにならざ

るを得ないなというふうに思います。 

   もちろん、他の業者がやれるということになってくれば、私どもとすれば無条件でそ

れにはやっていけるというふうに思います。 

   それから、認知症予防の問題ですけれども、ご案内のように、幸田町とすると、平成

１３年から認知症予防事業を取り組もうということで、保健センターを中心にして「げ

んきかい」を取り組んでまいりました。全学区で最終的に行えるようになったのは、平

成１８年であります。 

   現在は、毎月１回、各学区で行っておるということでありますけれども、そこの中で、

全体のこの２１年度の参加者数でありますけれども、これは延べ数じゃなくて実数であ

りますけれども、全部で１８３人の方がこのげんきかいに参加をしてきていただいてお

るわけであります。 

   それから、回想法という、昔を懐かしんで、それについていろんな話をするというよ

うなことにつきましては、私どももこのげんきかいで平成２１年度から取り上げており

まして、この回想法スターターキットというのがあるわけですけれども、それを用いて

げんきかいの参加者をグループ分けして、昔を振り返る形で実施をしておるということ

であります。 

○議長（鈴木三津男君） ４番、水野君。 

○４番（水野千代子君） 回想法は取り入れていただいているということで、スターターキ

ットというものでということでお伺いいたしました。スターターキットの中身をできま

したら教えていただきたいというふうに思います。 

   実は、私は２月６日から２０日まで、町立図書館のギャラリーで行われておりました

「歌謡曲とともにつづる戦後昭和史」という常設の展示会に参加させていただきました。 

   これは、本当に皆さんご存じかというふうに思いますが、昔懐かしいホーローの看板

とか、あとオートバイ、また丸テーブルにおひつ、火鉢など、昭和の３０年代の茶の間、

また写真のパネルでは、昭和３０年初めの幸田駅前通りや三ヶ根駅の開業当時のパネル
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写真、また三菱レーヨンの工場の航空写真などもございました。 

   レコードといたしましては、昭和初期のレコード盤とジャケット、蓄音機なども展示

をされておりました。 

   このレコードとかジャケット展示のところでは、本当に私も昭和の初期の時代からず

っとレコード盤とジャケットがあったわけでありますが、やはり年代でずっと並べてあ

りましたので、それを見ただけで、自分の当時のことがよみがえってきて、一緒にいた

人とその場で長いこと話し込んでしまったという、そういうことがございました。 

   これは、本当に自分がその一瞬でありますが、その当時に若くなったような、そんな

気分で話し込んでしまったということであります。本当に、これぐらいやっぱり昔のも

のに親しむということは、こんなに脳が活性化するのかとか、こんなに楽しいことが思

い出となって出てくるのかと、そういうふうに思います。 

   不思議なことは、その昔の当時を思い出すというのは、わりかし、全員じゃないかも

しれませんが、どちらかというと悲しい思い出よりもその当時の楽しい思い出を回想で

きるのではないかなというふうに思いますので、ぜひともこの回想法をどんどん取り入

れていっていただきたいし、今言われた、げんきかいで今行われているというふうに言

われましたが、これは郷土資料館にも、少しでありますが、昔の茶の間で使用されてい

るもの等が残っております。そういうところへもやはり出かけていって懐かしめる、そ

ういうものももうちょっと大幅に拡大をしていただいてできたらいいかなというふうに

思います。お考えをお聞かせください。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） げんきかいでいろいろ取り組んでおる内容の回想法のスタ

ーターキットなんですけれども、昔の生活用具や昔のアイロンを北名古屋市から借りて、

それを見ながらみんなでワイワイといろんな話をしておるということと、それから本人、

そこに参加される皆さん方にも、そういう昔からのもので何か持ってきてくださいと、

それでその持ってきたものについて、こんなものがあるね、ああだね、こうだねという

ようなことで、またそこでいろいろと話し合いといいますか、お話がいろいろ弾むと、

こういうようなことになっておるということです。 

○議長（鈴木三津男君） ４番、水野君。 

○４番（水野千代子君） 北名古屋市からお借りしているということで今お伺いをして、ほ

っとしたわけでございますが、北名古屋市は本当にこのキットが２０種類ぐらいあるん

ですね。本当に、小学校の思い出とか夏の思い出、また身近な暮らしの思い出とか、洗

濯・裁縫の思い出、また男の子の遊び、女の子の遊びと、それぞれとにかく２０種類ぐ

らいの種類があって、それを貸し出しをしているというふうに聞いておりますので、本

町はもう既にこれを利用されてやっているということでございますので、借りることも

大切でございますが、やはり本町でもそういうものはたくさんあるかというふうに思い

ますので、本町独自のやっぱりそのキットをつくっていただいて、むしろこちらからよ

その市町に貸し出すぐらいな、そのぐらいの勢いで取り組んでいただければありがたい

なというふうに思っております。 

   それでは、次に移りたいというふうに思います。自殺予防の総合的な支援についてで
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ございます。 

   警視庁の調査によりますと、平成２１年の全国の自殺者は、前年を５０４人上回る３

万２,７５３人であり、平成１０年以降１２年連続して３万人を超したまま推移をして

おります。 

   一方、交通事故で死亡した人は、昨年５,０００人を下回っており、これはシートベ

ルトの着用が浸透し、車の安全性向上という要因からであると考えます。減り続けてい

る交通死亡者に対しまして、自殺者はその６倍であります。 

   国においては、平成１８年１０月に自殺対策基本法が施行され、平成１９年６月には、

この法律に基づき、国の自殺対策の指針となる「自殺総合対策大綱」、平成２０年１０

月、「自殺対策加速化プラン」が策定されました。自殺者が減少しないことから、平成

２１年１１月には「自殺対策緊急戦略チーム」が発足をし、「自殺対策１００日プラ

ン」がまとめられました。そして、本年、平成２２年２月５日には「命を守る自殺対策

緊急プラン」が発表されております。 

   愛知県では、平成２０年の自殺者数は１,５５５人で、１１年連続１,５００人前後で

推移をしております。 

   自殺者を見てみると、男性が７割を占め、年齢は５０歳代から６０歳代の方が多く自

ら命を絶っておられます。 

   愛知県では、かけがえのない人のために、気づき支え合うことのできる生きやすい社

会を目指す「あいち自殺対策総合計画」を平成２０年３月に策定し、平成１９年度から

２３年度までに年間自殺者数を１,３００人以下にすることの目標が示されております。

自殺は自死であるけれども、社会全体の問題として取り組む時が来ているというふうに

思います。 

   国の自殺対策基本法では、地方公共団体の責務として、自殺対策について国と協力し

つつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するとされており

ます。地域の特性、すなわちどのような内容で自死を選択したのかを踏まえた総合的な

自殺対策を推進していくことが必要であります。 

   本町といたしまして、国・県の対策を受け、これまでどのような対策を行ってきたの

か、また本町の現況をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） この２１年度に、突如、国の方から自殺対策の予算を市町

村に配分をするというようなことになりまして、私どもとしても自殺対策の仕事をやる

ということになったわけであります。 

   本来は、愛知県の保健所を中心として、この自殺対策というのは事業としてはあった

わけですけれども、それが市町村も含めてやりなさいと、全国で３万人以上が毎年自殺

をされておるわけですけれども、ゆゆしき問題だ、市町村も頑張れと、こういうふうな

ことでけつをたたかれてやるということになったということであります。 

   ですから、２０年度以前は、私ども自殺対策という仕事はやったことは実はなかった

わけであります。２１年度に、そうやって予算が、補助金がつくということになりまし

て、つい先日、２月１７日には自殺対策に関係する講演会を行ったということでありま
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す。 

   これも、６５人の方が参加をしていただいて、なかなか盛況で大変よかったと思って

いますけれども、うつの問題の中身の大学の先生の講演をお願いしてやったばかりであ

ります。 

   それから、そのほかではまだこれからなんですけれども、駅や、あるいはスーパーの

前で啓発物品の配布などを民生委員さんたちを中心にして行うということを予定をして

おります。 

   それから、現況というのは、自殺をされる方の現況なのか、どういうことをちょっと

お聞きしているのかわかりませんでしたが、幸田町で自殺が何人あったのかということ

については、実はそういう統計は幸田町としては持ってはおりません。警察が発表する

ような数値とか、あるいは人口動態統計という統計もありまして、そこで自殺と出たも

のがあるわけですが、幸田町とすると、多分、数人、年間で５人ぐらいじゃないかなと

いうふうに私たちは見ております。 

○議長（鈴木三津男君） ４番、水野君。 

○４番（水野千代子君） ２０年度まではやっていなくて、２１年度から補助金がついて取

り組んでいくということを今お聞きし、また県の方の保健所を中心に今までやっていた

けれども、けつをたたかれてなのかどうかはよくわかりませんが、やられるということ

で、今後は取り組んでいくということを今お聞きしたわけでございます。 

   ２月１７日に講演会が行われました。これは、後からまた申したいというふうに思い

ますが、私も参加させていただき、大変有意義な講演ではなかったかなというふうに思

っております。 

   今後に関しましては、駅・スーパーで啓発物品を配るということも、今、お伺いをい

たしました。 

   本町の現況というのも、私もどのように言葉に出していいかわからなかったので、現

況という言葉になったわけでございますが、実際になくなられた方々が何人おられるの

かなということをお聞きしたわけでございます。今、部長からは、年間５人というふう

にお伺いをいたしました。 

   この１人の自殺者には、１０倍の未遂者がいて、さらに深い心の傷を受ける人が最低

５人いるというふうに言われております。本町で、今、約５人ということを言われまし

たので、５人であると、約２５０人ぐらいの方々が町民への自殺予防対策を行っていか

なければならない対象者になるのではないかなというふうに推測するわけでありますが、

また自殺未遂者はまたもう一回自殺を行うという、そういう統計も出ております。 

   これは、自殺未遂者は自殺をはかったことのない人に比べて２００倍以上で自殺で亡

くなる確率が高いというふうに言われております。 

   そういうところから、市町村でも取り組まなければならない一つの大きな問題になっ

てくるのではないかなというふうに思いますが、先日、全国的にインターネット・新聞

等を見ますと、各それぞれの自治体で自殺者が多い自治体に関しては、それぞれの実態

調査をして、その実態調査に合わせた対策法をそれぞれの自治体が決めて予防をしてい

ると、そういうことも載っておりました。 
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   これは一つ新聞に載ってきたわけでございますが、自殺の名所と言われる福井県の東

尋坊では、団体と電気工事会社が協力をいたしまして、自殺防止装置を開発して、人が

近づくと赤外線カメラが感知し、「どうなされましたか」と女性の声が聞く。そこで、

自殺を食いとめることができたと、そういうことも新聞に載っておりました。 

   また、これはインターネットからでございますが、宮城県の栗原市では、人口が約７

万７,０００人ぐらいの都市でございますが、２００５年には自殺者が４０人になって

しまったと。そこで、２００７年の８月には、独自といたしまして、命を守る緊急総合

対策事業で自殺予防に成果を上げているということが載っておりました。 

   これはあまりにも多いということで実態調査をして、結果が多重債務が多いというこ

とが推察され、またその多重債務の相談窓口を開設して、しっかりと相談を受けたと。

そして、また必要に応じては、弁護士とか司法書士につなげていく緊急機関に協力を呼

びかけ、市が融資をして「栗原のぞみローン」というものをつくって、多重債務者に向

けて制度を創設したと、こういうことも載っておりました。 

   また、住民の事業者の方たちに声かけをして、孤立を防ぐための呼びかけ、声かけを

行ったところ、やはり前年よりも、少ないですが、４人減少したということが載ってお

りました。 

   本当に自殺の要因というのは、それぞれさまざまあるかというふうに思います。多重

債務の場合、また健康からうつ病、また引きこもりによる心の問題、それぞれあるかと

いうふうに思いますが、現時点で本町といたしまして、こういう相談窓口がどのように

なっているのか、またその相談された時には、多重債務の場合は弁護士さんに、これは

ご本人からの要望がなければいけませんが、弁護士さんにつなげてあげる、また専門医

にしっかりと相談できるような、そういう体制が整われているのかどうかということを

お伺いをしたいというふうに思います。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） この２月１７日に行われました自殺対策の講演会で、愛知

県立大学の医学博士の先生に講演をしてもらったわけですけれども、その中で、自殺の

原因の第１位は健康問題だと、４０％、それからその第２位は経済的な生活困窮という、

そういう問題が３０％、そこで二つだけで７０％を占めるということが一番大きな自殺

の要因だというふうに言われたわけですけれども、私どもとすると、こういう状況をど

うしていくのかというのはなかなか難しいことでありますけれども、西尾の保健所が相

談窓口ネットワーク事業というものを実施をしておりますし、あるいは保健所だけでは

なくて、「あいちこころホットライン３６５」というのを県がやっておりますし、社会

福祉法人の「いのちの電話」というのが開設もされております。それから、愛知県精神

保健福祉センターで相談を受け付けたり、そういう相談窓口というのはいろいろ持って

おります。もちろん、町の福祉課でも相談窓口としては受けるわけではあります。 

○議長（鈴木三津男君） ４番、水野君。 

○４番（水野千代子君） こういう問題は、やはり保健所が中心になるかなというふうに思

いますが、できれば本町のホームページを使って、すぐそのまま、西尾の保健所へはリ

ンクはできるというふうには思っておりますが、県の方の「いのちの電話」、そういう
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ところへすぐリンクできるような体制が整われているのかどうかということをお伺いを

したいというふうに思います。 

   やはり、これらのことを抱えてみえるご家庭の方というのは、どこに相談したらいい

かわからないということもございますし、また周りに知られたくないということも一つ

は原因があるかなというふうに思いますので、ホームページを使って保健所、保健所は

すぐリンクするというのはわかっておりますが、保健所、また県、法テラス、そういう

ところへ直接リンクできるような、そういうホームページはできないものなのかという

ことも、現況もあればお聞かせを願いたいというふうに思います。 

   それから、やはり私も２月１７日の自殺予防講座、心の健康講座に参加させていただ

き、知っておくべきうつのサインと取り組みということでお伺いをいたしました。 

   今言われたように、健康面、特にうつの状態の方々がこういう行動を起こされるとい

うことが多いということも伺いました。 

   また、予防といたしましては、やはり知ること、また家族とか周囲が気がついてあげ

ること、やっぱりこのことも大切だということもお伺いをいたしました。 

   しっかり、本当に難しいことだというふうにはわかっておりますが、やはりこれは防

げることもあったんではないかなということも私も思います。 

   本当に、それともう１点は、亡くなられた方の今度は家族の問題でございます。遺族

への支援ということで、やはり亡くなられた遺族の方の相談する場所、本町になければ、

やはり本町のホームページからすぐ県とか保健所へリンクできるような、そしてまたそ

れを見て、自分が少し楽になる、またこの遺族会というのもあるかというふうに思いま

すので、そういう遺族の相談室ということのつなげ方をやはりしっかりとしていただき

たいというふうに思っております。 

   実は、私も２年前でありますが、身内が２４歳で命を絶ちました。その時に、なぜど

うしてかというのは本当にわかりませんでした。しかし、その後、いろんな周りからの

話の中で、ひょっとしたらこれなのかなということがわかりました。しかし、どうにも

してあげられることもできなかったという悔いもあります。 

   家族からすれば、もっと私以上にやっぱり遺族としての気持ちの今後の持ち方ですか、

やっぱりこれが重要ではないかなと思いますし、またこれも先日、以前ですが、中日新

聞に載っておりました。女学生の高校生の方だったというふうに思いますが、お父さん

をやはり亡くされて、当初は何でこうなったのか、自分がどういう立場に置かれたのか

がわからなかったと、だけれども数年たって、初めて皆さんの言葉がけというのがわか

ってきたし、自分はこうしていかなければいけないということが、素直に話も聞けて、

自分からも話せるようになったと、そういうことも言っておられました。確かに、時間

はかかりますが、そういう相談できるところもやはり必要なのではないかなというふう

に思います。 

   私は、今まで自殺が減らない要因としては、自殺というものがタブー視されていたと

いう実態が改善されずに、解明されずに、実態に即した対策ができなかったという、こ

ういうことも指摘されるのではないかなと思います。 

   自死された方々は、それぞれ年代も違うし、理由もそれぞれ違う、残された方もそれ
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ぞれ違う、本当にさまざまでございますが、やはりこれは自殺は個人的な問題ではなく

て、交通事故と同様に避けられる死があるというふうに思いますので、自殺予防対策を

行政の課題として今後取り組めるところから取り組んでいく、そういうことが私は必要

ではないかなというふうに思います。この辺のご見解をお聞かせを願いたいと思います。 

   これは、町長のご意見もお伺いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（近藤徳光君） この自殺が３万人を超える、先ほどご質問の中でご指摘になった、

交通事故が５,０００人、だんだん減ってくるということで、３万人を超えるのが、私

も２月１７日ですか、ごあいさつだけ申し上げて退席をいたしましたので、岡本先生の

話はよく承知はいたしておらんわけでありますが、若くして、あるいはその命を絶つと

いうことは、誠にゆゆしいことでありまして、実は今、音部部長が、その原因は健康が

４０、経済的なことが３０と、７０ということであるわけでありますが、せんだって私

も朝のテレビで、１月のいつかはちょっと忘れたですが、北陸の３０歳前の青年が優良

企業に仕事をしておられて、突然仕事を失って、失業生活を続ける中で、相談する相手

がないということで、一人、自分が悪いと自分を責めて、自殺をしたというテレビの報

道を知りました時に、非常に大きな衝撃を受けたわけでありますが、やっぱりそういう

面で、このこうした若くして命を絶つ、そういった青年がおるということは、大変不幸

なことでありますし、何とか行政としても、行政と言うよりも、地域でそういう情報を

発信するというのか、知るということが極めて大事であるというふうに思いますし、お

互いに支え合う、助け合う、そういうことと同時に、行政としても相談をする窓口、先

ほども指摘もあったわけでありますが、いずれにしても近く、そういう形で受け入れる

ような体制を考えていかなければならんのかなと、そんなことを思いながら、情報の発

信と支え合う体制をつくる努力をしていかなければならんなということを強く感じたと

ころでございます。そのような努力をしていきたいというふうに思います。 

○議長（鈴木三津男君） 以上で、４番、水野千代子君の質問は終わりました。 

   ここで、１０分間の休憩といたします。 

休憩 午後 ２時５４分 

─────────────── 

再開 午後 ３時０４分 

○議長（鈴木三津男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、１３番、丸山千代子君の質問を許します。 

   １３番、丸山千代子君。 

○13番（丸山千代子君） 通告順に質問をしてまいります。 

   まず第１番目に、非核平和自治体宣言を求めることであります。 

   核兵器のない世界の実現に向けて、今、重要な節目を迎えようとしております。こと

し５月にニューヨークで、核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議が開かれ、核兵器廃絶へ

の一歩を踏み出せるかどうかが問われております。 

   世界唯一の被爆国として、再び被爆者をつくらないという被爆者の願いを実現させよ
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うと、日本原水爆被爆者被害者団体協議会は、ＮＰＴ再検討会議の開催に合わせた国連

本部での原爆展や５０人の被爆者代表派遣などを準備を進めております。 

   国連本部での原爆展は、２００５年のＮＰＴ再検討会議の際、初めて実現をし、今回

が２回目となり、「広島・長崎から平和へのメッセージ」と題して、ＮＰＴ再検討会議

が始まる５月３日から会議の終了まで開催する予定であります。 

   昨年春のオバマ米大統領のプラハ演説以降、核兵器廃絶への新たな機運が広がってま

いりました。また、昨年秋、パン・ギムン国連事務総長は、核抑止力論を批判するとと

もに、核兵器廃絶のための交渉を求めた自身の提案への支持を呼びかけました。 

   昨年１２月の第６４回国連総会では、核兵器全面禁止、廃絶条約の早期締結に向けた

交渉の開始を求める決議が圧倒的多数の賛成で採決されました。核保有国の中国、ＮＰ

Ｔに加わらないインド、パキスタン、北朝鮮も賛成をし、反対をしたのは、核保有国の

アメリカなど一部の国だけでありました。このように、世界の反核平和運動にも新しい

発展が出てきております。 

   ところが、鳩山首相は、核兵器のない世界実現への決意を表明しながらも、拡大抑止

としてのアメリカの核の傘は必要だという立場をとり続けており、世界の流れにも、被

爆国としての役割にもそむくものであります。 

   今、世界に配備され、貯蔵されている核兵器の数は２万３,０００発であり、アメリ

カとロシアの２カ国が９５％を保有しております。そのそれぞれが広島や長崎に落とさ

れた原爆をはるかに上回る威力を持っており、人類を絶滅させても余るほどの核兵器保

有であります。何よりも、核兵器をなくすためには、世界の国々が核兵器の開発、製造、

貯蔵、使用の一切を禁止する「核兵器全面禁止廃絶への条約」をつくらなければなりま

せん。 

   こうした世界の状況とともに、草の根から核兵器廃絶への運動を進めていくためにも、

５月のＮＰＴ再検討会議を契機に、幸田町として非核平和自治体宣言を求めるものであ

ります。町長の考えをお伺いをいたします。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（近藤徳光君） 核兵器廃絶は、先ほど今、丸山議員ご指摘のように、昨年の４月に

オバマ大統領がプラハでやられた「核兵器のない世界」、これは衝撃的な形で世界に広

がっていったというふうに思うわけでありますが、また同時に鳩山首相も、先ほどおっ

しゃったように、昨年の９月に国連安保理で「核兵器廃絶の先頭に立つ」ということを

おっしゃった、このことは私も承知をいたしております。 

   また、特にこの問題は、幸田町におきましても、平成２年６月に伊藤議員が質問をさ

れて以来、私は１０回を数えるというふうに思います。丸山議員もそうでありますが、

私が町長になってからも５回ですか、１２年にあって以来、その問題は一貫しておやり

になっておる、このことに対しては敬意を表させていただきます。 

   しかし、私はこの宣言に対しては、残念ながら「ノー」であります。既に、そのこと

自体は広く伝わっておるところであり、また同時にこの近隣市町の状況からいたしまし

ても、岡崎・西尾・幡豆３町だと、やっておるところは２カ所ですかな。岡崎と、私が

承知しておるのは一色と幡豆町、あとはしておりません。 
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   それから、平和市町、いわゆる広島・長崎を中心に、この核の平和会議ですか、３,

２４１都市が加盟をしておると承知をいたしておりますが、しかし我が国の状況におい

ては、そのようでありませんし、現実にこの近隣市町も全部加盟をしていない、全部し

ておりません。広島・長崎議定書につきましても、同じでございます。 

   既に、平和宣言がいいとか悪いとかということではなくて、この核兵器に対する廃絶

ですか、これは人類共通の願いであり、またそうだと思います。したがって、あえて宣

言をしなくてもいいという意思も相当定着をしておるということは事実であろうという

ふうに思います。 

   本当に、こうしたことは、私どもとしましても、１８年ですか、町民図書館において、

この被爆者の作品展を展示もいたしておりますし、いろんな面で、こうした取り組みに

ついてはそのような理解をした上に立って、賛助と申しましょうか、そのことに対して

許可をいたしておるところでございます。 

   いずれにしても、そういった面で、このこうした問題に対しては十分認識した上で、

あえて宣言に対しては、いかがかなと思い、私もこれまでもご質問に対しては「あえて

しない」ということを申し上げてまいったかというふうに思いますが、そのようにご理

解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 私は一貫してこの問題を取り上げてまいりましたが、毎回の町長

のお答えは「ノー」であり、そして「近隣も実施をしていない。あえて宣言をしなくて

も、共通の認識である」と、同じような答弁の繰り返しでありますが、世界は刻々と変

化をし、そして日本国内においても変化しているわけでありまして、今、市町村合併が

続けられておりますけれども、その市町村合併を続ける際にも、合併をし新たな市とな

っても、さらにまた宣言をしていくというようなこともありますし、吸収合併の場合は、

宣言を今までしていなかったもとになる市が新たに宣言をするという、こういうことも

出てきている中であります。 

   自治体として宣言をすることは、世界に対しての大きな核兵器廃絶の力となるわけで

ありまして、何よりも戦後６５年、唯一の被爆国としての宣言をし、そして後世にこの

惨事を伝えていく、これは国であろうと、自治体であろうと、これは日本国民の責務で

あるというふうに思います。そのためにも、今、この世界のこういう流れの中で自治体

として取り組むいいチャンス、時機ではないかというふうに思います。 

   ことしの１月１１日の成人式の日に、日本と世界で取り組まれている「核兵器のない

世界を」という署名を私どもは取り組みました。 

   この幸田町の新成人の皆さんにも訴えていき、そして若者たちも平和への願いという

のが大変強くて、だれもが快く署名をしてくれるということであります。寒い中でも、

また晴れ着姿の若者たちも、これならばということで、やはり願いにこたえてくれる、

これが今の国民の声ではないかというふうに思います。 

   先ほど町長は、近隣はどこもしていないということをおっしゃいましたけれども、幡

豆３町は既に平和宣言を掲げ、そして岡崎市でも、そしてまた新たに、この西三河の中

で、知立市が市制施行４０周年の節目の年ということで、６月議会に提案をする予定で
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ありますけれども、平和都市宣言を行います。 

   こうした流れもある中で、再度、町長のこうした考えを新たにしていただきながら、

答弁をいただきたい。 

   それから、非核平和宣言の県下の状況についてでありますけれども、幸田町として県

下の状況というのにはどのような認識をされておられるか、お尋ねしたいというふうに

思います。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（近藤徳光君） 近隣市町と申し上げたのは、岡崎・西尾・蒲郡・一色・吉良・幡豆

の市町であるわけでありますが、承知をしておるのは、岡崎と一色と幡豆ということは

承知はいたしております。半分でございます。 

   県下の情勢につきましては、１８市１１町１村の３０の自治体でしておるというふう

に承知をいたしております。 

   いずれにしても、この核廃絶に対する願いは一緒であり、別にこのことにこだわらん

でも、丸山議員は宣言をすることによって、よりアピール度が高いということをおっし

ゃるわけでありますが、私はそうは思いません。 

   いずれにしても、この核廃絶に対する願いというのは、恐らく幸田町挙げて、町民の

ほとんどの方が思っていらっしゃるというふうに思いますが、あえて宣言をしなくても

いいだろうというふうに思います。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 宣言をしなくてもいいというふうにおっしゃる町長が「健康のま

ち宣言」ということで幸田町も宣言をしているわけでありますし、またいろんな大会が

催されるわけでありますけれども、その時でも宣言をする。宣言をするということはど

ういうことかと言うと、意思をあらわすわけですから、やはり意思のないところに、そ

このまちの実態はわからない。ですから、それは行動するまちとしてのあらわし方だと

いうふうに思うわけですね。 

   ですから、なぜ宣言をしなくてはならないのか、宣言、宣誓、いろいろあるわけであ

りますけれども、宣言をすることによって、そのまちの取り組み方がわかるというもの

ではないかというふうに思います。 

   そうした点から、宣言をすることによって、そこへの予算づけ、そして行事、取り組

みなどが具体的にあらわれてくるわけでありますので、それがひいては町民への働きか

け、また訴え、運動、そしてその流れが日本、そして世界への流れになって、そして最

終的には核廃絶という具体的な目標となって進んでいくことにつながるのではないかと

いうふうに私は思います。 

   ですから、何も宣言だけではないから、みんな思っているよと、皆さんの常識と私の

常識は違うわけですから、あなたの認識と私の認識も違う。このように、いろんな考え

方がある中で、核廃絶の願いというものも、これはその国の考え方によって違うわけで

すよね。 

   ですから、現にアメリカは「核抑止力論」ということで、オバマ大統領もプラハ演説

の後、言っているわけじゃないですか。自分が生きている間には核兵器はなくならない
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だろうと、大変命をかけて宣言をした中でも、やはり長い年月がある。ですけれども、

運動をどんどん世界にアピールすることによって、それが生きているうちに日の目を見

るかもしれない。ですから、そういうことによって、やっぱり草の根からの運動が必要

ではないかというふうに思います。 

   そのためにも、やはり私は知立市のように、こうした流れが出てきたのではないかな

というふうに思います。 

   町長は、近隣ではほとんどやっておらんよと言われたんですけれども、この愛知の中

でも、今、５８市町村の中の１８市１１町１村ということからすれば、約半数が愛知県

の中でも宣言をしているわけであります。 

   愛知県は、非常におくれた県でありまして、こうした宣言、平和宣言をしている日本

の県の中では、本当におくれている県であります。ですから、そういうことからすれば、

やはりおくれたところを見回しても、自分のまちを振り返ってみれば、１人だけという

ふうになってくるわけですので、そういう点から、ぜひ宣言を求めるものであります。 

   何回言っても、町長には届かないというふうに思いますので、知立市の概要の経緯・

背景を少し読み上げてまいりたいというふうに思います。 

   知立市の基本的なこの宣言の考え方でありますけれども、第５次総合計画に基づき、

「輝くまち、みんなの知立」を将来像に地域づくりを進めている。すべての人がそれぞ

れを認め合い、安心して幸せな生活を送ることができるよう、諸政策を進めているとこ

ろであります。 

   このまちづくり、地域づくりは、平和であることが前提であり、世界で勃発している

武力戦争、テロ行為などによる不安が存在していたのでは、まちづくりなどかなうわけ

がありません。 

   また、国内外における状況は次のとおりです。核兵器を唯一使用した核超大国アメリ

カのオバマ大統領が平成２１年４月、チェコのプラハで「核兵器のない世界を目指す」

と言明をした。アメリカの大統領の演説を受け、平成２１年６月１６日の衆議院におい

て、核兵器廃絶の国会決議を全会一致で採択された。 

   こういうようなことから、知立市でも、新たに市として宣言をするということをこれ

から行うわけでありますので、今、このように状況が変化している中で、やはり我が町

も本当に平和でなければ暮らせないという、そういう思いに立って、またこれからの若

者たちに平和な世の中を残していくためにも、やはり宣言をし、そして二度と再び戦争

を起こさないという、こういうことを改めて認識していくためにも、宣言の大事さがあ

るのではないかというふうに思います。そのためにも、ぜひとも考え方を新たにしてい

ただきたいというふうに思います。 

   次に、高齢者福祉の充実であります。 

   孤独死ゼロの取り組みと安否確認について伺います。 

   「地域と無縁な社会」などという言葉も出てくるほど、孤立化した暮らしが当たり前

の時代になって、孤独死が社会問題化しているわけでありますが、２月に私の住む組で

ひとり暮らしの高齢者が死後１週間以上たってから発見をされた次第であります。それ

までは、元気に散歩などもしてみえたわけでありますが、発見された時は、おふろの中
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で亡くなっているという最悪の事態となったわけであります。 

   このように、ひとり暮らしの高齢者で、日ごろは元気に過ごしている人が気温の変化

に対応できず、突然亡くなってしまうということがあります。このような不幸な事件を

なくすためにも、孤独死ゼロの取り組みについて伺いたいと思います。 

   先ほどの再度の質問にあわせて、お答えがいただきたいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） 町長。 

○町長（近藤徳光君） 平和宣言につきましては、世界唯一の被爆国でありますし、それだ

けにその恐怖については、等しく日本国の国民の皆さんは大半そうであると私も承知を

しております。あえて、宣言をしなくてもいいだろうと。宣言をして、さらに一層広め

るという丸山議員の気持ちもわからんでもないですけれども、そういう面で、引き続き

取り組んでまいりたいというふうに、平和への、核廃絶への取り組みについてはいささ

かも変わりはございませんので、そのことを率直に申し上げて、答弁にさせていただき

ます。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） 孤独死の問題でありますけれども、非常にそういうことが

起こるというのは、残念なことだというふうに思います。 

   先ほどの水野議員の質問の中でもありましたけれども、私どもとすると、できる限り

そういう方に対しての訪問活動を取り組んでおるわけであります。民生委員さんの訪問

をお願いをしているということ、それから在宅介護支援センターが調査で訪問をすると

いうこと、またふれあい給食を頼んでおられる方につきましては、週に３回、安否確認

を含めて給食の配達をやっておるということ、それから老人クラブは自主的な活動とし

て友愛訪問を行っているようなこと、そのような形で訪問をし、その方の状況を見守っ

ていくというような形をとっておるというところであります。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 先ほどの答弁の中でも、緊急通報システムとか、いろいろと言わ

れたわけでありますけれども、それでも孤独死が出てくるという、こういう実態がある

わけでありまして、この日常の暮らしの中で、私たちは車社会の中で生きているわけで

ありますので、自分の駐車場から車で出て、車で自宅に戻るという中で、本当に地域を

ゆっくりと散歩するという、そういうこともなく、本当に隣人が何をしているのかわか

らないという、今の状況であります。 

   ですから、地域での見守りと言いましても、本当に生活に追われている中で、実態と

してはなかなか地域の隣人の関係もわからない。たまたま顔を合わせて話を交わすとい

う、このように本当に世知辛い世の中ではないわけでありますけれども、なかなか隣近

所の人たちと話をする機会がなくなってきたというのが今の実情であります。 

   そうした時に、この孤独死ゼロの取り組みということで、実際やっている自治体もあ

るわけでありまして、「黄色いハンカチは無事の印」ということで載っておりましたけ

れども、これは孤独死ゼロの取り組みではないわけでありますが、災害に遭った時に無

事だよということを知らせるということで、黄色いハンカチを掲げると。そしたら、黄

色いハンカチが掲げてあったら、ここの家は無事なんだなというふうに思うという、そ
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ういうようなことでありますが、私がたまたまその亡くなられた方の話をした時に、

「黄色いハンカチ作戦はどう」と、やはりこれは町民の方から言われました。 

   だれしもが幸せの黄色いハンカチというのをイメージするようでありまして、そこで

この黄色いハンカチ作戦というのがやっぱり町民の頭に浮かぶのかなというふうに思っ

たわけでありますが、この静岡県の富士宮市では、市民の皆さんたちが自主防災会でこ

の黄色いハンカチを掲げたところでは無事なんだなと思うし、出てない時には、その家

庭の救助を急ぐというようなことであります。それを目的としているものであります。 

   それから、埼玉県の所沢市では、ひとり暮らしのお年寄りを地域で支えるために、高

齢者見守りネットワーク事業、「トコロ見守りネット」というのを始めたそうでありま

して、ひとり暮らしのお年寄りが急増する中、民間事業者と連携をし、お年寄りの周辺

に異変があったかということなどを見つけたら連絡をしてもらって、孤独死などを未然

に防ごうという取り組みであります。 

   非常に、この孤独死をなくす取り組みというのは、非常に難しいというふうには思う

わけでありますが、それでもこのひとり暮らしの高齢者が年々増えてくる中、あるいは

高齢世帯が増えてくる中で、この取り組みと安否確認はもっと充実をしなければならな

い問題ではなかろうかというふうに思います。 

   そのために、今言われましたさまざまな事業では防ぐことができないという一つのあ

らわれというふうに思いますので、そういう点から、新たに町としてどのような取り組

みをしていこうという、そうした考えで進めるつもりがあるかどうか、お尋ねしたいと

思います。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） どのように予防と言いますか、孤独死がないようにするか

ということについて、今、いろいろとご提案もされたり、よその事例もお示しいただい

たわけでありますが、私も以前、こういう一般質問の中だったと思うんですけれども、

ちょいボラ運動というのはどうだろうかというようなことも申し上げたことがあります。

なかなか具体化するのに大変なものですから、その後、私が言いっ放しになっちゃって

おるわけですが、大したことじゃないんですけれども、ちょっと隣のお年寄りが元気に

しているかなと覗いて、声をかける。それだけでも一つのボランティアとしていいんじ

ゃないかなというふうなことを思ったわけですが、それのもうちょっとしっかりとした

内容での黄色いハンカチ運動というようなことになっていくわけです。 

   そんなようなこともいろいろと私たちとしてはいろいろとこれからよその事例も含め

まして研究して、そういうことが起きないように、体制がとれるものなのかどうなのか、

勉強していかなければならないというふうに思います。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この孤独死ゼロということで取り組みをぜひ進めていっていただ

きたいわけでありますが、以前にも私の知人が町営住宅の中でひとり暮らしをしている

時に、高齢になって、何を一番言われたかと言うと、ひとりでは死にたくないと、だか

ら緊急通報システムをと、そういう要望があって、もうすごく随分前になりますけれど

も、結果的には、その方はやはり元気だったわけであります。デイサービスにも通って、
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元気で、それでもやはり死後何日かたってという、そういうことが本当にあるわけです

ね。 

   ですから、デイサービスにも来ていて、それでも孤独死という最悪の事態になるとい

うことは、ヘルパーさんが行っている家庭とか、そうしたところはいいわけですよね。

本当にひとり暮らしで元気なお年寄り、こういう方たちが突然孤独死を迎えるというこ

とが多いようであります。 

   ですから、そういう地域の集まりにも出てこない、なおかつ元気で自分でひとりで暮

らせている、家族は遠くにいて、たまに電話をかけても、元気だからいいよということ

で生活をされている中で、冬の寒暖の差の厳しい時に亡くなってしまうというようなこ

ともあるわけですので、そうした臨機応変に対応できないというところが孤独死を招く

一つ、そして発見がおくれるという原因にもなろうかというふうに思います。 

   そうした孤独死ゼロの取り組みというのは、非常に難題でありますが、難題であると

同時に、こうした取り組みを進めていくことがこれからの課題ではなかろうかというこ

とであります。 

   そういうことから、ぜひとも先進事例を学びながら、そしてどう進めるかということ

で研究していただきたいというふうに思います。 

   次に、配食サービスであります。 

   これも、一つの見守り活動で続けられている中で、孤独死をなくす取り組みの一つに

もつながるかというふうに思います。 

   高齢になると、食事も本当に大変になってまいります。ひとり暮らしや高齢者世帯へ

の宅配給食サービスは、安否確認と見守ることにもつながってくるわけでありますが、

現在、幸田町で行われているのは、週３日の配食でありますし、それ以降は、希望をし

ても、業者を紹介され、そして実費で購入をするということで対応しておられるわけで

ありますので、そうした点から、３６５日提供できる体制ということで、ぜひ取り組ん

でいただきたいということでありますが、毎日の宅配給食の実現に向けてどのように取

り組むか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） まず、孤独死の問題ですけれども、先ほど言いましたよう

に、今後の研究課題として位置づけていきたいというふうに思います。 

   それから、給食サービスでありますけれども、ご案内のように、現在、３日がもうふ

れあいサークルの皆さん方のボランティアでやっていただいているのは限界であって、

もうこれ以上どうにも拡大ができません。そうなると、民間の給食事業者ということに

なるわけですけれども、前にもご紹介したわけですけれども、現にふれあいサークルの

給食をご利用されている方のうちで７０％が「現状でよい」というようなことを言って

おられるということ、それから２３％の方が「ふれあい給食以外も希望をする」という

ようなことを言っておられて、人数とすると２０人ぐらいということになるわけですけ

れども、この方々にどうやるのかということが非常に難しいわけなんですね。民間事業

者に一切を私の方が委託をして、必要な補助をするのか、あるいはまた独自にどこかで

こちらが給食をつくって配達をするのかと、そんなことを考えると、そうしてもそこま
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での体制はできそうもありませんし、民間の給食事業者にお願いをしてやっていただく

ということ以外は、ちょっと今のところは考えられないんです。 

   そこの中で、どういうふうに進めていくかということについては、何とも難しい課題

だというふうに、今、そういうふうにしかちょっと答えられないということであります。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 岡崎市は、毎日１食、昼、または夕方、希望する日に１食３００

円で提供をしております。 

   ですから、毎日毎日この給食をということではなくて、やはり制度として、いつでも

自分の希望する日に利用できる、こういうふうで、毎食利用じゃなくて、そのように希

望する日に利用できるような体制づくりということでありますので、そういう点から、

現在のふれあい給食のほかに新たな事業者と提携をしながら、そしてその補助単価の給

食を提供していくというようなシステムづくりでなければ、これは今限界があると、こ

れは２食の配食の時にも、２食しか無理だよと言って、やっと３食にしたという事例が

あるわけですので、そういう点からすれば、やはり今、このように増やすことができる

というわけでありますので、ぜひとも住民の希望に沿えられるようにすべきではないか

というふうに思います。 

   ちなみに、県下の中でも、毎日というのはまだ少ないわけでありますが、扶桑町、東

浦町、東郷町、大口町、長久手町、阿久比町、武豊町、幸田町と類似団体と言われるよ

うなところでは、週６日から７日を実施しております。ですから、なぜ幸田町ができな

いのかと言わざるを得ない。 

   このように県下でも実態があるわけですので、ぜひそうした取り組みを進めていただ

きたい。 

   次に、７５歳以上の医療費無料化の実施であります。 

   これは、もうこれで３回目の質問になりますが、後期高齢者医療保険料はことしの４

月から４.９５％の値上げで、高齢者への負担が非常に強められるというわけでありま

す。 

   民主党政権は、昨年、後期高齢者医療制度の廃止を４年先送りし、それまでは現行制

度を存続させる方針を打ち出しております。この先送りによって、７５歳という年齢で

高齢者を区切って差別するという制度の根幹は温存されるわけであります。高齢者は年

金から介護保険料や後期高齢者医療保険料などを支払ったら、病院に行く費用も間々な

らない状態であるわけであります。 

   そうした点から、７５歳以上の医療費の窓口負担分を無料化をするという取り組みを

ぜひ進めていただきたいということであります。 

   原村では、６５歳以上、私ども文教福祉委員会が視察をしました日の出町は、７５歳

以上の高齢者の医療費無料化、既に皆さんたちもご存じのとおりでありますし、また石

川県の川北町も医療費無料化に踏み切っております。 

   このように、後期高齢者医療対象者の医療費負担を無料にする取り組みについて伺い

たいと思います。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（音部年秀君） 給食サービスで、岡崎はやっておるということですけれど

も、岡崎は完全に民間の給食事業者に委託をしておるわけであります。その一部を負担

をして、そして残りは自己負担と、こういうことになるわけですけれども、必ずしも見

守りが十分できているということにはならないわけです。おらなきゃ、置いたままでそ

のまま帰ってきちゃうというようなこともありますし、それがあまり結果としては安否

確認になっていないもんですから、よくないわけですけれども、この２回から３回にし

た時に、２回でも難しいということを確かに私どもは説明をしてきました。 

   しかし、ふれあい給食のボランティアの皆さん方に本当に大変な中、無理無理にお願

いをしたという経過も実際にあるわけでありまして、ここのところはやっぱり酌んでい

ただかないと、何だやっぱりできるじゃないかなんていうことを言われちゃうと、私の

方もつらいものがあります。 

   本当にこの人たちがボランティアでつくり、そしてボランティアで一軒、一軒、安否

確認も含めて配達もしておる、そして直接手渡しをするという、こういうボランティア

の皆さん方の本当に努力の結果として今のふれあい給食があるということを私は高く評

価をしなければならないというふうに思いますし、皆さん方におかれても、そのように

評価をしていただきたいというふうに思います。 

   それを、じゃあ３６５日やれる体制に本当になっていくのかということについて、非

常に民間の給食業者だけではやっぱり不安があるもんですから、ただお金を町が一部負

担をして業者に頼めばいいということであれば、それはお金だけの問題ですから、それ

なりのことはやれると思いますけれども、これはもう少し私たちとしては検討しなけれ

ばならないというふうに思います。 

   それから、医療費の問題です。７５歳以上の医療費無料化を、丸山議員、つい昨年の

９月議会でもやられて、今またやられても、その時と私の答弁がそう変わるわけにはい

きません。なかなか日の出町を見てこられて、確かに無料というのは非常にいいわけで

あります。無料になれば、大体、今の試算で申しますと、１億６,０００万円ぐらいが

町の持ち出し負担ということになるわけであります。 

   これは前の答弁と何も変わりませんので、そのことについて、全国的にも、今言われ

た二つの町村がやっておるだけでありまして、ほかでは一つもないわけであります。私

どもは、これはもう少し様子を見て、しかも後期高齢者医療制度そのものを、時間はか

かるようですけれども、今の政権は見直しをするということもありますので、これを含

めて、私たちとすればどうするのかというのは、今後の課題としてあるというふうに理

解をしております。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） ７５歳以上の医療費無料化の件でありますけれども、ひとり暮ら

しのお年寄りの中では、福祉給付金制度というものがございまして、この中で無料とな

っております。 

   ですから、せめて住民税非課税世帯とか、そういうように低所得者層を対象に、この

福祉給付金制度の枠を広げて、そして安心して医療にかかれるようにしていくという、

こういう一歩一歩ずつでも結構ですが、そのようにして前進させていくべきではないか
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というふうに思います。 

   先ほど２町村だけではないかと言われましたけれども、ご承知のように、長野県でも

県全体が制度として取り組んでおりまして、原村では６５歳以上から無料化であります

し、また茅野市や軽井沢等でも、そうした窓口一部負担がございますが、安くて病院に

行けるというふうに好評でありますので、そのように、せめて本当に暮らしに困る、こ

うした方々への福祉給付金制度の枠を広げるという意味で前進させていくべきではない

かというふうに思います。答弁を求めます。 

   それから、ふれあい給付でありますけれども、デイサービスでは、お年寄りの人たち

の給食、業者からとっているじゃないですか。ですから、それは民間事業者に任せるの

は不安だなんて、それはあなたの答弁はいいように言われているもので、ですから物に

よっては、デイサービスでは事業者からとって、そして宅配はいかんなんて、そんなこ

とはあり得ないと思いますよ。 

   ですから、やはりそれは民間事業者との献立の打ち合わせ、そういうことをしながら、

そして委託をしていくという制度にしていけば問題はないわけでありますので、確かに

ふれあいサービスの人たちが献身的にやってみえるということはだれしもが承知をして

おりますし、また大変おいしい給食だと評判であります。 

   ですけれども、それだけでは、人間、毎日３食食べなければ抵抗力だってつかないわ

けですよ。ですから、そうした点で、やはり希望をする時に自由に選べるように枠を広

げるべきではないかと、そういう中での３６５日の宅配給食の取り組みでありますので、

その点についてお答えがいただきたい。 

   次に、子宮頸がんのワクチンの助成でありますが、これは今、ワクチンで予防する時

代になりました。この子宮頸がんは、今、２０代から３０代の若い女性に爆発的に増え

ておるわけでありますので、この予防について、ぜひとも公費助成の対象にしていって

いただきたい。 

   それで、私の質問がなくなってきたわけでありますけれども、予防できる、このワク

チン、３回接種をして４万から６万の自己負担ということで、非常に金額的にも、親の

経済力、あるいは自分の経済力によって健康が守れるというようなものになるわけであ

ります。 

   そうした点から、ワクチンで予防でき、そして医療費も軽減できるということであり

ますので、そうした公費助成について、ぜひ対象としていただきたい。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） 私の方の答弁時間はまだありますから、気楽にやれますけ

れども、給食サービスは、デイサービスの人たちが給食サービスというか、民間事業者

の給食で別にいいわけですよ。ちゃんと受け取る人もおりますから、あるいは本人が直

接おりますから、それでいいわけですけれども、私が言っているのは、一人一人の、例

えばひとり暮らしの高齢者の方のところへ民間の事業者の方が給食を持っていって、そ

してそれを受け取るということが、受け取る場合はもちろんいいわけですけれども、安

否確認も兼ねるわけですけれども、そのお年寄りがそこにたまたまいらっしゃらない場

合は、そこの玄関に置いていくという、こういうことなわけなんです。 
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   そこで一々時間をとって、いるの、いないのと言って待っておるというわけにはいか

ないと。今現在、ふれあいサークルが行っているのは、安否確認が、もしもいなかった

ら社会福祉協議会にその方が連絡をして、この方に弁当が渡せないけれども、どうして

か調べてくださいということを言ってきて、そして社会福祉協議会がまたその人の安否

確認をするというような、ちょっと手の込んだこともやっておるわけなんですけれども、

それが民間の事業者になると、必ずしもそこまでやっておる間がないというようなこと

になるわけなんですね。それが一つの私たちは心配でありますし、デイサービスとは全

然次元の違うような問題だというふうに私は思います。 

   それから、７５歳以上の医療費の無料化ですけれども、新たに昔の言う福祉給付金、

今は後期高齢者福祉医療制度とかという、そういう名前に変わったんですけれども、こ

の方々は、確かに無料であるわけです。 

   初めて今日、低所得者の人をまず対象にしたらどうかという丸山議員のご提案なわけ

ですから、ちょっと私はそこまでは今までは考えていなくて、全員を無料にするにはど

うするのかなというふうなことしか思っていなかったもんですから、これは一つは私た

ちの検討課題として考えればいいかなということは思っております。 

   決して、今すぐにだからと言ってやれるということを私が約束するわけでも何でもあ

りませんけれども、研究の対象にはなるというふうに思います。 

   それから、子宮頸がんの問題ですけれども、昨年の１２月に、その前に厚生労働省が

薬として認めて、昨年の１２月からようやく発売がされた。この発売も、国産じゃない

んですね。イギリス製のワクチンなんですね。 

   どの程度、それが日本に入るかどうかもちょっとわかりませんけれども、非常に子宮

頸がんになりにくい薬だというふうに、効果が高いというふうには言われております。

世界的には、かなりのそういう成果があらわれていると、よそでは予防接種として正式

に認められて取り組んでおるということがあるわけですけれども、日本ではまだまだつ

いこの間、厚生労働省が認めたばかりであります。それが、日本人に対して合うかどう

かということについての、もちろん実証実験もしてないわけですから、よくわからない

ということがあります。 

   愛知県下では、名古屋市が、今度の新しい市長が平成２２年のことしの秋ぐらいから、

これの費用の助成をやろうかなというようなことを言い出しておるわけですけれども、

まだ全国的には全然ないわけでありまして、私どもとすると、まずは様子を見ながら、

そして厚生労働省などもこのことについての予防接種、ほかの予防接種も含めて、全体

の見直しをするというようなことも、再検討会議というのもやっておるようでありまし

て、それらの結果もちょっと見たいと思いますし、それなども踏まえて、私どもはどう

するかを考えていけばいいかなということを思っております。 

○議長（鈴木三津男君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 全国で公費助成しているのが、新潟県の魚沼市、埼玉県の志木市、

兵庫県の明石市、東京都の杉並区など、小学校６年から中学校３年までを対象に、全額

対象として助成をしております。 

   ですから、このように本当に小学校の後半から中学校の時代にこのワクチンを打つこ
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とによって予防ができるということでありますし、またその健康教育ということで、子

宮頸がんの防止になる、そういう取り組みもこれからやっていかなければならない時期

に来ております。 

   がんは予防できる時代に入るということで、本当に画期的な出来事でありますので、

何よりも女性特有のがんを予防できるということで、ぜひとも公費助成の対象としてい

ただきたい。 

○議長（鈴木三津男君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（音部年秀君） 私の一般質問の最後の答弁になりますけれども、子宮頸が

んにつきましては、先ほど言いましたように、様子を見ながら考えていかなければなら

ないというふうに思います。 

   確かに、いろんながんも、そういうワクチンで予防ができる、そういうのがウイルス

によってがんになるというようなこともいろいろと研究の結果によってわかってきてお

るわけですので、これは私どもの事務レベルではなくて、医療サイドでいろんなことが

ますます研究されてくると思います。 

   そのたびに自治体にすべてがどうだと言われましても、そこまでの我々としての知識

もないわけでありますので、他の専門家や、あるいは他の市町村の動きなどを見ながら

私たちとしては判断をしていかなければならないというふうに考えております。 

○議長（鈴木三津男君） 時間切れとなりました。 

   １３番、丸山千代子君の質問は終わりました。 

   これをもって、一般質問を終結いたします。 

   以上をもって、本日の日程は終わりました。 

   次回は、３月５日金曜日午前９時から再開します。 

   本日一般質問をされた方は、議会だよりの原稿を３月１８日木曜日までに提出をお願

いいたします。 

   長時間、大変お疲れさまでございました。 

   本日は、これにて散会といたします。 

                             散会 午後 ３時５５分 
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